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第４章　安全で良好な生活環境の確保

1　大気環境の監視体制
○　大気汚染常時監視システム
「大気汚染防止法」（昭和４３年法律第９７号）第２２
条の規定に基づき、県内の大気環境基準の適合状
況や高濃度汚染の把握のため、国や仙台市ととも
に大気汚染の常時監視を行っています。令和５年
度末現在で、一般環境大気測定局（以下「一般局」
という。）２９局、自動車排出ガス測定局（以下「自
排局」という。）９局、特定項目測定局１局、大規
模発生源監視局１３局において、二酸化硫黄、光化
学オキシダントなどの大気汚染物質を自動測定し

ています。その結果はテレメータシステムにより
保健環境センターに送信され、２４時間常時監視す
るとともに、測定局の測定結果はＷＥＢ上にリア
ルタイムで公表しています。
○　工場等発生源の監視
特に県の大気環境に影響を及ぼす恐れのある大

規模工場13工場については、「宮城県大規模発生
源常時監視要綱」に基づき、燃料使用量、二酸化
硫黄濃度、窒素酸化物濃度等の連続測定データを
保健環境センターがテレメートし、常時監視して
います。 

１　大気環境の現状

第４章　安全で良好な生活環境の確保

第１節　環境の現状

環境対策課

環境対策課

▲図２−４−１−１　宮城県内の大気汚染常時監視測定局等
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○　環境基準の達成状況
令和５年度は、一酸化炭素については、有効測

定局全てで環境基準を達成しました。また、浮遊
粒子状物質、二酸化窒素については、有効測定局
全てで環境基準を達成し、微小粒子状物質につい
ては、有効測定局全てで「長期基準」及び「短期
基準」を達成しました。二酸化硫黄については、

短期的評価において有効測定局１局が環境基準を
超過しましたが、長期的評価においては有効測定
局全てで環境基準を達成しました。光化学オキシ
ダントについては、全測定局で環境基準を達成し
ていません。
有害大気汚染物質（ベンゼン等４物質）について
は、すべての測定地点で環境基準を達成しました。

環境対策課

微小粒子状物質
PM２．５

二酸化窒素
NO２

光化学
オキシダント

Ox

浮遊粒子状物質
ＳＰＭ

一酸化炭素
CO

二酸化硫黄
SO２

物　　質

評価方法

測　定　局

（２）
長期的評価

（５）
日平均値の９８％値

（４）（３）
短期的
評　価

（２）
長期的
評　価

日平均値の
２％除外値

（３）
短期的
評　価

（２）
長期的
評　価
日平均値の
２％除外値

（３）
短期的
評　価

（２）
長期的
評　価
日平均値の
２％除外値

（７）
長期基準に
関する評価

（６）
短期基準に
関する評価

下限値
０．０４ppm

上限値
０．０６ppm

２６２６２６２６２７２７２７１１１２１２測　定　局

一 般 環 境
大　 　 気
測 定 局

２５２５２６２６０２７２７１１１１１２達　成　局
／／／／／／／／／／／ー
２５２５２６２６２７２７２７１１１２１２有効測定局（１）
１００ １００ １００ １００ ０ １００ １００ １００ １００ ９２ １００ 達成率（％）
４４９９０９９３３１１測　定　局

自 動 車
排 出 ガ ス
測 定 局

４４９９０９９３３１１達　成　局
／／／／／／／／／／／ー
４４９９０９９３３１１有効測定局
１００ １００ １００ １００ ０ １００ １００ １００ １００ １００ １００ 達成率（％）
３０３０３５３５２７３６３６４４１３１３測　定　局

計
２９２９３５３５０３６３６４４１２１３達　成　局
／／／／／／／／／／／ー
２９２９３５３５２７３６３６４４１３１３有効測定局
１００ １００ １００ １００ ０ １００ １００ １００ １００ ９２ １００ 達成率（％）

▼表２−４−１−１　令和５年度大気汚染に係る環境基準達成状況⑴

（１）　有効測定局：有効測定時間が６，０００時間以上の測定局をいう。（光化学オキシダント、短期的評価は除く。）
（２）　長期的評価：測定値の１時間値の１日分の平均値についての１年分のデータから、値の高い方から２％の範囲にあるものを除外し、その中で最高となった値を基準と照らし評価

するもの。（１日平均値が２日以上連続して基準を超過する場合は環境基準不適合と判断。）
（３）　短期的評価：測定値の日平均値及び１時間値又は８時間の１年分の全データを、基準と照らし評価するもの。
（４）　光化学オキシダントの評価：５時～２０時までの昼間の１時間値の１年分の全データを基準と照らして評価するもの。
（５）　９８％値評価：測定値の１時間値の１日分の平均値についての１年分のデータから、値の低い方から９８％の範囲内にあるデータの中の最高となった値を基準と照らし評価するもの。
（６）　短期基準に関する評価：測定結果の１日平均値についての９８％評価値と、短期基準（１日平均値）３５μg／㎥と比較し評価するもの。
（７）　長期基準に関する評価：測定結果の１年平均値を長期基準（１年平均値）１５μg／㎥と比較し評価するもの。

▼表２−４−１−２　令和５年度大気汚染に係る環境基準達成状況⑵
測　　　定　　　結　　　果

調査対象
物質数測定地点実　施

主　体地域分類
ジクロロメタンテトラクロロ

エチレン
トリクロロ
エチレンベンゼン

達成
状況

環境基準
１５０主/㎥

達成
状況

環境基準
２００主/㎥

達成
状況

環境基準
１３０主/㎥

達成
状況

環境基準
３主/㎥

○０．４９ ○０．０１９○０．０１７○０．４０２１国設箟岳局１ 環境省

一 般 環 境
○０．７２○０．０７７○０．１３○０．３９２１大河原合同庁舎２ 宮城県
○１．１○０．０７１○０．０３４○０．５２２１塩釜測定局（塩竈市役所）３ 宮城県
○０．６６○０．０７１○０．０３３○０．４０２１榴岡測定局（榴岡公園）４ 仙台市
○０．８０○０．０２０○０．０２９－－２０中野測定局（高砂中学校）※５⑴仙台市
－－－－－－○０．４２１中野測定局（高砂中学校）※５⑵仙台市固定発生源周辺
○１．１○０．０６８○０．０４８○０．４６２１名取自動車排出ガス測定局６ 宮城県

沿 道 ○０．７４○０．０２４○０．０３４○０．５１２１五橋測定局（旧市立病院）７ 仙台市
○２．２○０．０２０○０．０６７○０．５８１１将監測定局（泉消防署）８ 仙台市

※１地点当たりの調査回数は１２回／年、各地点の測定結果は年平均値を示す。（ただし、将監測定局のみ、２回／年）
　中野測定局は、ベンゼンのみ固定発生源周辺、それ以外は一般環境。
　環境基準の達成状況については、「○」は達成を、「×」は非達成を示す。　
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

○　汚染物質の状況
①　二酸化硫黄
二酸化硫黄は、石炭や重油などの燃料の燃焼に

より排出されます。
令和５年度は、県内１３局（一般局１２局、自排局

１局）で測定し、一般局１局にて短期的評価の環
境基準を達成できませんでしたが、長期的評価の
環境基準については、有効測定局１３局全てで達成
しました。

②　一酸化炭素
一酸化炭素は、主に自動車排出ガスが発生源と

なっています。
令和５年度は、県内４局（一般局１局、自排局

３局）で測定し、有効測定局４局全てで環境基準
を達成しました。

③　浮遊粒子状物質（SPM）
浮遊粒子状物質は、粒径が10μm以下の大気中

に浮遊する粒子状物質で、工場からのばいじんや
自動車からの黒煙などが主な原因です。
令和５年度は、県内36局（一般局27局、自排局

９局）で測定し、長期評価及び短期評価の有効測
定局３６局全てで環境基準を達成しました。

④　光化学オキシダント
光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化水素

等の原因物質が光化学反応を起こして生成するも
のであり、オゾンを主成分とする汚染物質の集合
体です。
令和５年度は、県内２７局の全局で環境基準を未

達成でした。
「宮城県大気汚染緊急時対策要綱」に基づき、関
係市町村や関係機関との連絡体制を整備し、硫黄
酸化物、二酸化窒素及び光化学オキシダントの３
物質について、緊急時には表２－４－１－３の８
地域毎に警報や注意報を発令し速やかな広報等を
行うこととしています。特に、光化学オキシダン
トの発生が予想される４月１５日から９月３０日まで
の期間に備えて訓練を実施しました。
なお、光化学オキシダントの緊急時の発令につ

いては、平成１２年度以降は行われていません。

⑤　非メタン炭化水素
光化学オキシダントの生成防止のため、その原

因物質の一つとなる非メタン炭化水素の環境上の
指針値が設定されています。
令和５年度は、県内７局（一般局６局、自排局

１局）のうち、一般局３局、自排局１局で指針値
を１日以上超過しました。

環境対策課

▲図２−４−１−５　光化学オキシダントの年間平均値の推移
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▲図２−４−１−２　二酸化硫黄の年間平均値の推移
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▲図２−４−１−３　一酸化炭素の年間平均値の推移
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▲図２−４−１−４　浮遊粒子状物質の年間平均値の推移
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▼表２−４−１−３　光化学オキシダント予報等発令地域と対象
市町村

対　　象　　市　　町　　村発令地域
気仙沼市（旧唐桑町の区域を除く）の区域気 仙 沼
登米市（旧東和町の区域を除く）の区域登　　米
栗原市のうち築館、若柳、高清水、一迫、瀬峰、志波
姫の区域栗　　原

大崎市のうち鳴子温泉を除く区域、涌谷町、美里町及
び加美町のうち旧中新田町の区域大　　崎

石巻市の区域のうち旧雄勝町、旧北上町、万石橋以東
の半島部及び島しょを除く区域並びに東松島市の区
域

石　　巻

仙台市、塩竈市、多賀城市、富谷市、七ヶ浜町、利府
町、松島町、大郷町、大和町及び大衡村の区域仙　　塩

名取市、岩沼市、亘理町及び山元町の区域岩　　沼
白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町
及び丸森町の区域仙　　南
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⑥　二酸化窒素
二酸化窒素は、工場での重油などの燃料の燃焼

や自動車排出ガス中の一酸化窒素と空気中の酸素
との反応により生成します。
令和５年度は、県内３５局（一般局２６局、自排局

９局）で測定し、全測定局で環境基準の上限値及
び下限値ともに達成しました。

⑦　微小粒子状物質（PM２．５）
微小粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状の

物質で非常に小さいため（髪の毛の太さの1/30程
度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環
器系への影響が心配されています。
令和５年度は、県内３０局（一般局２６局、自排局

４局）で測定し、長期的評価の有効測定局２９局全
てで環境基準を達成しました。
県は、国の暫定的な指針値（日平均値70 ㎍/m3）
を超える恐れがある場合、注意喚起を行うことと
し、速やかに広報するための連絡体制を整備して
います。
なお、令和５年度における日平均値の最高値は

宮総局の３２．７主／㎥で、注意喚起を行うような濃
度は観測されませんでした。

⑧　有害大気汚染物質
有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場合

には人の健康を損なうおそれのある物質で、大気
汚染の原因となるものです。
有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質

２４８物質のうち、大気汚染による人への健康リス
クがある程度高いとして環境省が指定等を行った
「優先取組物質」２３物質（平成２２年１０月１８日中央環
境審議会答申）の中から、環境省が測定方法を提
示している２１物質（ダイオキシン類を除く。）につ
いて測定を行っています。
令和５年度は、県内 ８ 地点（一般環境 ４ 地

点、 一般環境 / 固定発生源 １ 地点、沿道 ３ 地
点。ただし、一部物質においては７地点）で測定
し、環境基準又は健康リスクの低減を図るための
指針値を下回っています。
⑨　その他の物質
煙アスベスト
アスベスト（石綿）とは、天然に産出する極め

て細い繊維状の鉱物群です。熱などに強い安定し
た物質で、以前は建築材料などに多く使われてい
ましたが、吸い込むことで健康被害が生じるおそ
れがあるといわれています。
令和５年度は、県内６４地域（産業廃棄物処分場

等周辺地域３地域、商工業地域６地域、住宅地域
１６地域、内陸山間地域１地域、農業地域２地域、
幹線道路沿線地域１地域、解体現場等周辺３５地
域）において大気環境中のアスベスト濃度測定を
実施し、通常の大気環境（１リットル当たり０．１～
１０本）と変わらない値でした。

▲図２−４−１−６　二酸化窒素の年間平均値の推移
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▲図２−４−１−７　微小粒子状物質の年間平均値の推移
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▲図２−４−１−８　酸性雨の年間平均値の推移（通年調査）
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▼表２−４−１−４　令和５年度測定対象有害大気汚染物質と測定結果（年平均値）
基準（指針）値
（μg/㎥）

年平均値の範囲
（μg/㎥）

測定
地点数物質名物質種類基準等区分

３０．５８～０．３９８ベンゼン

炭 化 水 素 系環境基準設定物質
１３００．１３～０．０１７８トリクロロエチレン
２０００．０７７～０．０１９８テトラクロロエチレン
１５０２．２～０．４９８ジクロロメタン
２０．０３３～０．０１９８アクリロニトリル

炭 化 水 素 系

指 針 値 設 定 物 質

１００．０１８～（０．００９０）８塩化ビニルモノマー
１８０．１７～０．０８６８クロロホルム
１．６０．１６～０．０８１８１，２-ジクロロエタン
２．５０．０６６～０．００７２８１，３-ブタジエン
０．０４０．００１７～０．００１５７水銀及びその化合物

重 金 属 類
０．０２５０．００１０～（０．００１４）７ニッケル化合物
０．００６０．００１１～０．０００７０７ヒ素及びその化合物
０．１４０．０１９～０．００７２７マンガン及びその化合物
１２０２．８～０．９２７アセトアルデヒド

ア ル デ ヒ ド 類

そ の 他 の 物 質

―３．５～１．２７ホルムアルデヒド
―０．００００４０～（０．００００１３）７ベリリウム及びその化合物

重 金 属 類
―０．００２８～０．０００７０７クロム及びその化合物
―０．００００６２～０．００００３８７ベンゾ[a]ピレン多 環 芳 香 族 類
―０．０５１～０．０３５７酸化エチレン

そ の 他 ９４１．３～１．１８塩化メチル
―２．８～０．４６８トルエン

（　）内の数字は、得られた平均値が検出限界値より小さい値であるもの。

▼表２−４−１−５　令和５年度アスベスト大気濃度測定結果

⑩　酸性雨
酸性雨とは、大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物

が取り込まれ、pH（水素イオン濃度指数）が５．６以
下となった酸性の雨をいい、原因物質の排出源と
しては、工場や自動車からの排ガスなどがありま
す。
令和５年度は、酸性雨の状況とその影響を把握

するため、県内１か所の定点で降雨のpHの調査
を行いました。pHの年平均値は５．１７であり、引
き続き酸性化した状態にありますが、酸性度は回
復傾向にあります。酸性雨については、これまで
の調査で以下のことが分かっています。

※　一般環境（バックグラウンド地域）においては、位相差顕微鏡法により、総繊維数濃度を確認しています。
※　アスベスト繊維数は、電子顕微鏡法により確認しています。

総繊維数アスベスト繊維数測定
データ数地点数地域数地　　域　　分　　類

最大値（本/Ｌ）最小値（本/Ｌ）最大値（本/Ｌ）最小値（本/Ｌ）
０．２８０２２１内陸山間地域

一般環境
（バックグラウンド地域） ０．１７０．１１２２１農業地域

０．０５６０２２１幹線道路沿線地域
２．３０．３３<０．１１<０．１１１８６３産業廃棄物処理施設周辺一般環境
１．７８０．７７<０．１１<０．１１６４２解体現場等周辺解体現場等

＜宮城県内（仙台市以外）＞

＜仙台市内＞

▼表２−４−１−６　酸性雨調査結果（令和５年度）

pH（水素イオン濃度指数）
平　均最　小最　大
５．１７４．３３６．０５涌　  谷

※　涌谷：国設箟岳大気環境測定局

アスベスト繊維数測定
データ数地点数地域数地　　域　　分　　類

最大値（本/Ｌ）最小値（本/Ｌ）
０．２１<０．１０１７１１６商工業地域

一般環境
（バックグラウンド地域） ０．２１<０．１０３５２９１６住宅地域

<０．１０<０．１０２２１農業地域
６．０<０．５０６６６６３３解体現場等周辺解体現場等
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⑵　悪臭の現状
悪臭の発生源は、本県の特徴としてクラフトパ

ルプ製造工場、石油精製工場等の工業分野のほ
か、漁港付近の魚腸骨処理場をはじめとした飼
料・有機質肥料製造工場、農村部に多く立地して
いる畜舎及び家畜ふん尿を原料とする強制発酵施
設があげられます。その他サービス業、ごみ集積
場、排水路、個人住宅の浄化槽等、日常生活と切
り離せないものを含め多種多様です。令和５年度

における悪臭苦情の発生件数は２０９件でした。苦
情を内容別にみると、「悪臭防止法」（昭和４６年法
律第９１号）規制地域内では、原因不明を除くと、
個人住宅等に係るものが最も多く、次いでサービ
ス業、食料品製造工場、飼料・肥料製造工場、下
水・用水、同率で畜産農業及びその他製造工場の
順となっています。同法規制地域外においては、
畜産農業に係る苦情が最も多く、次いでサービス
業、個人宅等となっています。

▲図２−４−１−９　宮城県における悪臭苦情件数の推移
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▲図２−４−１−１０　法規制地域内業種別悪臭苦情割合
　　　　　　　（令和５年度）
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▲図２−４−１−１１　法規制区域外業種別悪臭苦情割合
（令和５年度）
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環境対策課

焔本県でも酸性雨が全県的かつ定常的に観測され
ていること

焔県内の降雨の酸性度は、全国の平均的なレベル
であること

焔湖沼や土壌への影響は今のところ認められてい
ないこと
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

1　生活環境の保全に関する環境基準
○　環境基準の達成状況
令和５年度は、生活環境の保全に関する環境基

準のうち、有機性汚濁の指標となるBOD及びCOD
の達成状況を水域ごとに見ると、河川は５９水域の
うち５８水域で達成し、達成率は９８%でした。湖沼
は１２水域のうち１水域で達成し、達成率は８%、
海域は２４水域のうち１５水域で達成し、達成率は
６３%でした。
全窒素の達成状況を水域ごとに見ると、海域は
９水域の全水域で達成し、達成率は１００%でした
（湖沼は当分の間適用しないこととしています。）。
全 燐 の達成状況を水域ごとに見ると、湖沼は５

りん

水域のうち２水域で達成し、達成率は４０%、海域

は９水域のうち７水域で達成し、達成率は７８%で
した。
また、水生生物の保全に係る水質環境基準の達

成状況は、河川３２水域、湖沼１０水域の全水域で環
境基準を達成し、達成率は１００%でした。

▼表２−４−１−７　類型別及び水域別のBOD（COD）の環境基準達成状況
達　　成　　率（％）達　　成

基準点数基準点数達　　成
水域数

あてはめ
水域数類型区分 R５年度R４年度R３年度R２年度R１年度

１００ １００ １００ １００ １００ １４ １４ ７ ７ AA

河川
（BOD）

９５ １００ １００ ９５ １００ １９ ２０ １９ ２０ Ａ
１００ １００ １００ １００ １００ １８ １８ １６ １６ Ｂ
１００ １００ １００ １００ １００ １７ １７ １６ １６ Ｃ
９８ １００ １００ ９８ １００ ６８ ６９ ５８ ５９ 計
０ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ０ ６ AA

湖沼
（COD）

２５ ２５ ２５ ２５ ２５ １ ４ １ ４ Ａ
０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ２ Ｂ
８ ８ ８ ８ ８ １ １２ １ １２ 計
１１ ２２ ４４ １１ ２２ ３ ２９ １ ９ Ａ

海域
（COD）

８９ ８９ ８９ ８９ ８９ １１ １２ ８ ９ Ｂ
１００ １００ １００ １００ １００ ６ ６ ６ ６ Ｃ
６３ ６７ ７５ ６３ ６７ ２０ ４７ １５ ２４ 計

▲図２−４−１−１２　各水域の環境基準達成率の推移

２　水環境の現状
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①　河川
類型ごとのBODについては、AA類型、B類型、

C類型の全水域で、A類型20水域中19水域で環境
基準を達成しました。
 

②　湖沼
類型ごとのCODについては、A類型の４水域の

うち１水域で環境基準を達成しましたが、AA類
型、B類型については全水域で未達成となりました。
また、全 燐 については、５水域のうち２水域で

りん

環境基準を達成しました。

▲図２−４−１−１３　河川におけるBODが高い地点の推移
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梅田川　福田橋　Ｃ類型

鶴田川　下志田橋　Ｃ類型

▲図２−４−１−１４　湖沼におけるCODが高い地点の推移
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③　海域
類型ごとのCODについては、A類型９水域のう

ち１水域、B類型９水域のうち８水域、C類型６水
域の全水域で環境基準を達成しました。
また、全窒素については、Ⅱ類型６水域及びⅢ

類型３水域の全水域で環境基準を達成しました。
全 燐 については、Ⅱ類型は６水域のうち５水域

りん

で、Ⅲ類型３水域のうち２水域で環境基準を達成
しました。

▲図２−４−１−１５　湖沼におけるCODが低い地点の推移
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▲図２−４−１−１６　湖沼における全 燐 測定結果の推移
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▲図２−４−１−１７　海域におけるCODが高い地点の推移
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▲図２−４−１−１８　海域におけるCODが低い地点の推移
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▲図２−４−１−１９　海域における全窒素測定結果の推移
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▲図２−４−１−２０　海域における全 燐 測定結果の推移
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R130292827 2 3 4 5H26

全 

燐り
ん

※全燐環境基準（海域）
Ⅱ類型：0.03mg/L
Ⅲ類型：0.05mg/L

りん

濃度（㎎/Ｌ）

松島湾（イ） Ⅲ類型 松島湾（ロ） Ⅱ類型

気仙沼湾（イ） Ⅲ類型

④　海水浴場
海水浴場の開設は15か所であり、開設する海水

浴場の水質検査を実施しました。なお、震災以降
は放射性物質についても併せて実施しています。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

⑵　人の健康の保護に関する環境基準
○　環境基準の達成状況
①　公共用水域
人の健康の保護に関する環境基準については、

迫川中流でふっ素が、江合川上流で 砒 素とほう素
ひ

が環境基準を超過しました。
迫川中流（五輪原橋及び久保橋）でふっ素が環

境基準を超過した要因は、鉱山地帯由来によるも
のと考えられます。江合川上流（鳴子ダム流入部）
で 砒 素とほう素が環境基準を超過した要因は、上

ひ

流部からの温泉等の地質に由来するものと考えら
れます。
②　地下水
毎年新たな地点で実施する概況調査において、

24地点中23地点で環境基準を達成し、１地点で 砒 
ひ

素が環境基準を超過しました。
また、過去に環境基準を超過した地点を対象と

する継続監視調査では、33地点中21地点で環境基
準を超過しました。主な超過項目は、テトラクロ
ロエチレン等の揮発性有機化合物、 砒 素、硝酸性

ひ

窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素であり、
超過の要因は、揮発性有機化合物が人為的な汚染
によるもの、 砒 素、ふっ素及びほう素が地質構造

ひ

由来によるもの、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が
施肥等によるものと考えられます。
なお、環境基準の超過が確認された井戸は、汚

染井戸周辺地区調査を行い、必要に応じて来年度
以降も継続監視調査を実施します。

▲図２−４−１−２１　迫川中流（五輪原橋）におけるふっ素の
測定結果の推移

R1302927 28H26
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ふ
っ
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※ふっ素環境基準：0.8mg/L

▲図２−４−１−２２　迫川中流（久保橋）におけるふっ素の
　　　　　　測定結果の推移　　　　　
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▲図２−４−１−２３　江合川上流（大深沢（鳴子ダム流入部））
　　　　　　における 砒 素・ほう素の測定結果の推移

ひ
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※　砒素環境基準：0.01mg/L
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環境対策課

▼表２−４−１−８　海水浴場水質測定結果表(令和５年度分（開設前調査）) 
放射性物質水質測定結果

調査月日市町村名海水浴場名
セシウム１３４＋セシウム１３７調査月日 判定 油膜の

有　無 
透明度 
（m）

ＣＯＤ
（mg/L）

ふん便性大腸菌群数
（個/１００mL）

不検出５/１６適（A）無>１１．８ １２５/１６気 仙 沼 市小 田 の 浜

不検出５/１８可（B）無>１２．４ <２５/１８気 仙 沼 市お 伊 勢 浜

不検出５/１８適（AA）無>１１．８ <２５/１８気 仙 沼 市大 谷

不検出５/１８可（B）無>１３．９ <２５/１８気 仙 沼 市小 泉

不検出５/１８適（AA）無>１１．７ <２５/１８南 三 陸 町サンオーレそではま

不検出５/１６可（B）無>１２．９ ８５/１２石 巻 市白 浜 （ 北 上 ）

不検出５/９可（B）無>１２．４ ２５/９石 巻 市網 地 白 浜

不検出５/１１可（B）無>１２．６ ２５/１２石 巻 市十 八 成 浜

不検出５/１８適（AA）無>１１．９ <２５/１２石 巻 市荒 浜 （ 雄 勝 ）

不検出５/９可（B）無>１２．５ <２５/１２石 巻 市渡 波

不検出５/１１可（B）無０．８３．０ ７５/１１東 松 島 市野 蒜

不検出５/１１可（B）無>１２．８ <２５/１１東 松 島 市月 浜

不検出５/２３可（B）無>１２．７ <２５/２３塩 竃 市桂 島

不検出５/１１可（B）無>１２．４ <２５/１１七 ヶ 浜 町菖 蒲 田

不検出５/１１可（B）無０．８４．６ ２５５/１１亘 理 町荒 浜 （ 亘 理 ）
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▼表２−４−１−９　地下水水質測定計画に基づく測定結果（令和５年度）

環境基準超過
調査数
（本）調査区分

環境基準
(mg/L以下)

調査結果
(mg/L)超過項目超過地区超過数

（本）

０．０１０．０９８砒素亘 理 町 逢 隈 鷺 屋１２４概況調査

０．０１

０．０２４

砒素

仙 台 市 青 葉 区

２１３３継続監視調査

０．０３３仙 台 市 若 林 区

０．０２２仙 台 市 若 林 区

０．０２２仙 台 市 泉 区

０．０９６角 田 市 佐 倉

０．０１９大 和 町 鶴 巣

０．０１８亘 理 町 荒 浜

０．０６大 崎 市 古 川

０．０４６大 崎 市 古 川

０．０１５気 仙 沼 市 唐 桑

１０

１９

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

仙 台 市 宮 城 野 区

１４仙 台 市 太 白 区

１５仙 台 市 泉 区

１９七 ヶ 浜 町 吉 田 浜

０．０１

０．０４

トリクロロエチレン

富 谷 市 志 戸 田

０．０２２富 谷 市 志 戸 田

０．５５富 谷 市 志 戸 田

０．０１

０．０６１

テトラクロロエチレン

栗 原 市 築 館

１．４栗 原 市 築 館

０．０２５大 和 町 吉 岡

０．８２ふっ素
蔵 王 町 宮

１２．８ほう素

０．０１０．０１１砒素仙 台 市 泉 区１６汚染井戸周辺地区調査
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

1　土壌環境の現状
○　農業用地における土壌環境
①　土壌環境の現状
県は、昭和５１年に「農用地の土壌の汚染防止等

に関する法律」（昭和４５年法律第１３９号）に基づく
地域指定を行い、公害防除特別土地改良事業を実
施した結果、平成３年及び平成２３年に指定地域の
解除を行っており、現在、県内の農用地には土壌
汚染による指定地域はありません。
②　カドミウム基準値超過米の生産防止対策の実
施状況
水稲のカドミウム吸収を抑制するための生産防

止計画作成について助言し、適切な水管理に向け
た普及啓発や実施状況の確認を行い、生産防止対
策の着実な実施を指導しました。
③　カドミウム基準値超過米の市場流通防止対策
の実施状況
カドミウム基準値超過米の市場流通を防止する

ため、二迫川地域等において令和５年産米の流通
前調査を実施し、基準値超過米の流通防止に努め
ました。
○　市街地における土壌環境
土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措

置等を定めた「土壌汚染対策法」（平成14年法律第
53号）では、土壌汚染の可能性のある土地につい
て、法令で定める要件に該当する工場の廃止時等
の一定の契機をとらえて調査を行うこと、指定基
準に適合しない土地について、健康被害が生ずる
おそれがある場合は要措置区域に、健康被害が生
ずるおそれがない場合は形質変更時要届出区域に
指定・公示することを定めています。
県内（仙台市を除く。）では、令和６年３月現在、

要措置区域に１か所、形質変更時要届出区域に２５
か所が指定されています。

⑵　地盤環境の現状
県は、地表面の変動を観測するための水準測量

調査を行うとともに、地層ごとの地盤収縮量や地
下水位の動向を観測するための観測井を設置し、
地盤沈下の状況を把握してきました。
現在は、仙台平野地域、古川地域及び気仙沼地

域において、水準測量調査等により、地盤沈下の
状況を確認しています。

３　土壌環境・地盤環境の現状

環境対策課

みやぎ米推進課

▲図２−４−１−２４　地盤沈下観測井位置図

環境対策課

環境対策課
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11 6,7,8,96,7,8,9
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32,3332,33
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40,41,4240,41,42

43,44,4543,44,45

4848
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また、仙台平野地域において、地下水位の動向
を観測しています。
○　水準測量調査結果
県及び関係市町は、仙台平野地域、古川地域及

び気仙沼地域で水準測量を実施しています。主要
な水準点の変動量をみると、昭和50年代後半まで
は最大で年間10mm程度沈下していましたが、昭
和60年代以降は徐々に沈静化の傾向にあります。
平成23年度は東北地方太平洋沖地震の影響で全体
的に大きな沈下が観測されました。平成27年度以
降に実施した水準測量では、一部隆起する現象が
見られており、これは大規模な地震後に観測され
る余効変動と呼ばれる地殻変動の影響を受けてい
ると考えられます。
①　仙台平野地域
仙台平野地域では、仙台市、塩竈市、多賀城市、

名取市、岩沼市及び利府町で３年毎に水準測量調
査を実施しています。令和元年度から令和３年度
までの３年間で、仙台平野全域の平均沈下量は、
－２．９４mmでした。
②　古川地域
古川地域では、大崎市内２１地点で水準測量調査

を実施しています。令和５年度の最大沈下量は、
８．７mmでした。
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農産園芸環境課

▼表２−４−１−１０　水準測量調査概要

仮不動点基準日
測量距離
水準点数
測量精度

実施機関地域

仙台市青葉区本町三丁目８－１
宮城県公共水準点ＭI ００R３．９．１

３３１．４km
３２４点
１級水準測量

宮城県、仙台市、
塩竈市、名取市、
多賀城市、岩沼
市、利府町

仙台平野

大崎市古川北町
大崎市古川水準点ＢR５．１２．１

２２．９km
２１点
１級水準測量

大崎市古川

気仙沼市八日町一丁目
気仙沼市水準点０R５．１１．１

１６．４９km
１６点
１級水準測量

気仙沼市気仙沼

(ｃｍ)

51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2050 52 54 56 58 60 62 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 23 2524 2726 28 30 元
令和

2 329
（年度）昭和

元
平成

沈
下
量(

累
積)

岩沼市早股

利府町菅谷

多賀城市南宮

仙台市宮城野区扇町

仙台市宮城野区扇町

名取市愛島笠島

塩竈市新富町

多賀城市八幡

50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

▲図２−４−１−２５　仙台平野主要水準点変動量の経年変化
※多賀城市南宮は平成２５年に亡失、平成２７年仮点のため、変動量は参考値となります。
　また、平成３０年は欠測しています。　▲　仙台市宮城野区扇町は令和２年度に廃点しています。
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（ｃｍ）

52 535150
昭和

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 1813 15 17 19 20 21 22 24 26 2823 25 27 29 30 2 3 4 5元
（年度）令和平成

大崎市古川栄町

大崎市古川北町一丁目

大崎市古川旭

大崎市古川中島町

大崎市古川若葉町

大崎市古川北町五丁目

▲図２−４−１−２６　古川地域主要水準点変動量の経年変化
※大崎市古川旭造成地のため、地盤が緩い可能性があります。
※平成２９年は欠測しています。

③　気仙沼地域
気仙沼地域では、気仙沼市内１６地点で水準測量

調査を実施しています。
令和５年度の最大沈下量は、１３．１mmでした。
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

○　地層ごとの地盤収縮量の観測結果

県は、仙台市宮城野区苦竹の観測井において地
盤収縮量の監視測定を行っています。

観測の結果によると、当該地区の沈下は最も地
表に近い沖積層の収縮による影響が大きいと考え
られます。

▲図２−４−１−２７　気仙沼地域主要水準点変動量の経年変化
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5150 52 54 56 58 60 62 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30 元 2 3 4 52553 55 57 59 61 元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

(ｃｍ)

（年度）令和

気仙沼市錦町一丁目※5

気仙沼市幸町一丁目

気仙沼市魚市場前※2

気仙沼市浜町一丁目※1

気仙沼市田中前四丁目※2※3

気仙沼市弁天町二丁目※1

気仙沼市赤岩杉ノ沢※4

気仙沼市新町

沈
下
量
（
累
積
）

昭和 平成

※１　弁天町二丁目、浜町一丁目の水準点は亡失したため、平成２６年度以降欠測しています。
※２　魚市場前、田中前四丁目は平成７年度から観測しています。
※３　田中前四丁目は亡失したため、令和２年度は欠測しています。
※４　赤岩杉ノ沢の水準点は亡失したため、令和元年度以降欠測しています。
※５　錦町一丁目の水準点は亡失したため、平成２５年度以降欠測しています。

環境対策課
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29 元 3 4 5
令和（年度）昭和 平成

沖積層

洪積層

第三紀層上部

第三紀層下部

累
積
収
縮
量

▲図２−４−１−２８　苦竹地盤沈下観測井における地層収縮量の経年変化
※平成２３年度は、東日本大震災により機器が故障したため欠測しています。
※令和４年度の第三紀層下部は、機器が故障したため欠測しています。
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○　仙台平野地域の地下水位の変動状況

県は、仙台平野地域の９か所において水位計に
よる地下水位の変動状況を監視しています。苦竹
地区（仙６～９）において東北地方太平洋沖地震
の影響で水位の低下が見られたものの、徐々に地
震前の水位に戻りつつあります。その他の観測井
では、経月水位は変動を示しているものの、経年
的な変動はほぼ横ばいの傾向にあります。

仙台平野のような沖積平野の季節的な変化とし
ては、夏季に水位が高く、冬季に低くなる傾向を
示します。特に、名取市上余田に設置している名
1観測井では、冬季に地下水位の低下が顕著です。
これは、地場産業であるせり栽培のために地下水
を大量に揚水することによるものと考えられま
す。

▲図２−４−１−３０　仙台平野における地下水位変化図
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▲図２−４−１−２９　仙台市苦竹地区の地下水位変化図
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環境対策課
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

騒音は、各種公害の中でも日常生活に関係の深
い問題であり、その発生源としては、工場・事業
場、建設作業、自動車、鉄道、航空機及び日常生
活など多様です。
騒音には、一般環境騒音、自動車交通騒音、航

空機騒音及び新幹線鉄道騒音があり、地域の土地
利用状況や時間帯等に応じて個別に類型分けされ
た「環境基準」が定められています。また、工場・
事業場騒音については騒音規制法及び公害防止条
例により、特定建設作業騒音については騒音規制
法により「規制基準」が定められ、生活環境の保
全が図られています。
さらに、道路交通騒音は、騒音規制法により「要

請限度」が定められています。
令和５年度の騒音に係る苦情件数は、２８２件で、

その内訳は、建設作業騒音が最も多く９０件

（３１．９%）、次いで工場･事業場騒音が５５件（１９．５%）
でした。
振動は、騒音と並んで日常生活に関係の深い問

題であり、その主な発生源は工場・事業場、建設
作業、鉄道及び道路です。
工場・事業場振動については、「振動規制法」（昭

和５１年法律第６４号）及び公害防止条例により、特
定建設作業振動については、振動規制法により
「規制基準」が定められ、生活環境の保全が図られ
ています。
さらに、道路交通振動については、振動規制法

により「要請限度」が定められています。
令和５年度の振動に係る苦情件数は２８件で、そ

の 内 訳 は、建 設 作 業 振 動 が 最 も 多 く１６件
（５７．１%）、次いで工場・事業場振動が７件（２５．０%）
でした。

４　騒音・振動の現状
環境対策課

▲図２−４−１−３１　騒音に係る苦情件数の推移
家庭生活 工場・事業場 建設作業 営業 その他
0 100 15050 200 300（件）250

22 43 77 23 55令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和元年度 9 39 53 8 50

25 55 90 25 87

13 41 101 22 59

19 65 87 10 68

▲図２−４−１−３３　振動に係る苦情件数の推移

（件）

建設作業 道路交通 工場・事業場 その他
0 10 20 30 40 50

17
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令和５年度

令和元年度

令和２年度

▲図２−４−１−３４　発生源別振動苦情件数の内訳（令和５年度）

32%

営業
9%

建設作業

その他
31%

家庭生活
9% 工場・事業場

19%

▲図２−４−１−３２　発生源別騒音苦情件数の内訳（令和５年度）

工場・事業場
25%

道路交通
14%

その他
4% 建設作業

57%

1　一般環境騒音　
静かな音環境を保全するため、環境基本法に基

づき「騒音に係る環境基準」が定められており、
知事及び市長が地域の土地利用の状況や時間帯等
に応じ、地域類型の当てはめを行っています。 

県内一部市町村においては、一般地域における
環境基準の達成状況を確認するため、測定を行っ
ています。
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⑵　自動車騒音
自動車騒音については、環境基本法に基づく

「騒音に係る環境基準」のほか、騒音規制法に基づ
く「要請限度」が定められています。指定地域内
において自動車騒音が要請限度を超え、沿道周辺
の生活環境が著しく損なわれている場合には、市
町村長は県公安委員会又は道路管理者等に対して
要請又は意見陳述をすることができます。
自動車騒音の評価については、平成１１年度の

「騒音に係る環境基準」の改正を受け、道路沿道の
住居等一戸一戸について評価する面的評価の手法
が導入されました。騒音規制法の改正により、自
動車騒音の常時監視は、平成２４年度から県及び各
市の責務とされています。
令和５年度は、８３２評価区間１，１４２．１kmで面的

評価を実施しました。
評価区間内の対象戸数１４６，６７１戸のうち、昼間
夜間ともに環境基準を達成した戸数は１４１，００２戸
（９６．１%）、区間内の全世帯が環境基準を達成して
いた区間は５５４区間（６６．６%）でした。
時間帯別の達成率は、昼間が９７．２%、夜間が

９６．８%であり、昨年度より昼間は０．４ポイント減
少、夜間は変化なしでした。

3　航空機騒音
航空機騒音については、「航空機騒音に係る環

境基準」が定められており、知事が地域類型の当
てはめを空港・飛行場周辺について行います。航
空機騒音に係る環境基準は、Lden（時間帯補正等価
騒音レベル）を評価指標として「Ⅰ類型（専ら住
居の用に供される地域）」は57デシベル以下、「Ⅱ
類型（Ⅰ類型以外の地域であって通常の生活を保
全する必要がある地域）」は62デシベル以下にする
ことが望ましいとされています。
県は、国土交通省所管の仙台空港、防衛省所管

の陸上自衛隊霞目飛行場及び航空自衛隊松島飛行
場の３飛行場について環境基準の地域類型を指定
しています。
令和５年度は、関係市の協力のもと、仙台空港

27地点、航空自衛隊松島飛行場30地点及び陸上自
衛隊霞目飛行場６地点で航空機騒音測定を実施し
ました。仙台空港及び陸上自衛隊霞目飛行場で
は、環境基準地域類型内の全区域で環境基準を達
成しました。

▼表２−４−１−１１　自動車交通騒音面的評価結果総括表（令和５年度）

＜時間帯別評価結果＞

環境基準超過環境基準達成総　　数項 　　目時間帯
４，０７８１４２，５９３１４６，６７１戸数

昼間
２．８%９７．２%１００．０%割合
４，６８２１４１，９８９１４６，６７１戸数

夜間
３．２%９６．８%１００．０%割合

＜環境基準による評価結果＞日評価

昼 間 又 は
夜間で環境
基 準 超 過

昼間・夜間
と も 環 境
基 準 達 成

総　数項目 うち、昼間・夜間
と も に 超 過

うち、いずれか
の時間帯で超過

３，０９１２，５７８５，６６９１４１，００２１４６，６７１戸数
２．１%１．８%３．９%９６．１%１００．０%割合

▼表２−４−１−１２　航空機騒音に係る環境基準達成状況（令和５年度）

※無指定地域については環境基準がないため、掲載していない。

公共用飛行場周辺における航空機騒
音による障害の防止等に関する法律
に基づく第１種区域外でLden６２
デシベルを超える地点数

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止
等に関する法律に基づく区域※の区分別測定地点数達成地点数※航空機騒音に係る環境基準

の地域類型別測定地点数測定地点数調査地域
無指定第３種区域第２種区域第１種区域Ⅱ類型無指定Ⅱ類型

０ １３００１１１３１１４名取市内

０ １３００００１３０１３岩沼市内

０２６００１１２６１２７合計

＜仙台空港＞

防衛施設周辺の生活環境の整備
等関する法律に基づく第１種区
域外でLden６２デシベルを

越える地点数

防衛施設周辺の生活環境の整備等関する法律に基づく
区域の区分別測定地点数

達成地点数
※

航空機騒音に係る環境基準
の地域類型別測定地点数測定地点数調査地域

無指定第３種区域第２種区域第１種区域Ⅱ類型無指定Ⅱ類型

０５００２２５２７石巻市内

０１００００１０１塩竈市内

０１０００１２５１６６２２東松島市内

０１６００１４７２２８３０合計

＜航空自衛隊松島飛行場＞

達成地点数航空機騒音に係る環境基準
の地域類型別測定地点数測定地点数調査地域

Ⅱ類型Ⅰ類型Ⅱ類型Ⅰ類型

４２４２６仙台市内

４２４２６合計

＜陸上自衛隊霞目飛行場＞
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−１−１３　東北新幹線鉄道に係る環境基準達成状況の推移

達成率
暫定指針に基づく振動測定結果

達成率
環境基準に基づく騒音測定結果　　　項目

年度　　　
Ⅱ類型Ⅰ類型

達成地点数測定地点数達成地点数測定地点数達成地点数測定地点数
１００%１９１９２７%４４５３０令和元年
１００%１９１９２９%４４６３０令和２年
１００%１９１９２９%４４６３０令和３年
１００%１９１９２９%４４６３０令和４年
１００%１９１９２４%３４５３０令和５年

4　新幹線鉄道騒音等
新幹線鉄道騒音については、「新幹線鉄道騒音
に係る環境基準」が定められており、知事が地域
類型の当てはめを新幹線鉄道沿線について行いま
す。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準として、Ⅰ類型

７０デシベル以下、Ⅱ類型７５デシベル以下が望まし
いとされており、沿線の土地利用状況、軌道構造
及び防音壁の種類等を考慮した地域を代表する場
所で測定しています。

令和５年度の環境基準達成状況は、表２－４－
１－１３のとおり騒音２４％、振動１００％でした。
新幹線鉄道騒音は、測定点における環境基準の

達成率が近年２０％台で推移しており、苦情も寄せ
られていることから、新型車両の導入や高速化の
影響も踏まえて実態を把握するとともに、鉄道事
業者に対策技術の開発や住民への丁寧な説明によ
る相互理解の推進を求めています。
新幹線鉄道振動は、全ての地点で暫定指針値７０

デシベル以下を達成しています。
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1　環境中ダイオキシン類のモニタリング
調査

「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成１１年法
律第１０５号）に基づき、環境中の大気、公共用水域
（水質、底質）、地下水質、土壌の汚染状況を把握
するためのモニタリング調査を実施しています。
令和５年度は、大気１７地点、公共用水域（水質

３２地点、底質２８地点）、地下水質８地点及び土壌８
地点で実施しました。
その結果、大気、底質、土壌及び地下水質は、

すべての地点で環境基準を達成していましたが、
水質については河川１地点で環境基準を超過して
いました。

５　有害物質による環境汚染の現状

環境対策課

▲図２−４−１−３５　令和５年度公共用水域ダイオキシン類
　　　　　　　　調査地点（水質・底質）

▼表２−４−１−１４　環境中のダイオキシン類モニタリング
　　　　　　　調査結果（令和５年度）

環境基準値
調査結果環境基準

超過地点数検体数地点数調査媒体
最大値最小値平均値

０．６ pg-TEQ/㎥０．０５３０．００４１０．００８６０５６１７大 気

１pg-TEQ/L

２．９０．０３９０．３２１２４２４河川

公共用水域
(水質)

０．４７０．０５９０．１７０４４湖沼

０．０６３０．０５９０．０６１０４４海域

２．９０．０３９１３２３２全 体

１５０ pg-TEQ/g

２４０．２６４．００２１２１河川

公共用水域
(底質)

２５１．８１００３３湖沼

８．３０．６２３．９０４４海域

２５０．２６０２８２８全 体

１ pg-TEQ/L０．０６４０．０３３０．０５００８８地 下 水 質

１,０００ pg-TEQ/g１．００．０１５０．２４０８８土 壌

※この調査結果は、国土交通省、環境省、宮城県及び仙台市が県内で実施した結果の集計です。
　大気の調査結果（平均値、最小値、最大値）は、地点ごとの測定結果の平均値をもとに算出
しています。

環境対策課

なお、環境基準超過の原因は、過去に長期間使
用されていた水田除草剤などの農薬に不純物とし
て含まれていたダイオキシン類が、河川などの底
泥に蓄積しており、それが徐々に流出することに
より水質に影響を及ぼしているものと考えられま
す。

⑵　PRTR制度による届出状況

化学物質による環境リスクの管理を図るため、
県内における化学物質の動向等の把握を行ってい
ます。
PRTR（Pollutant Release and Transfer 

Register）制度は、人の健康や生態系に有害な影
響を及ぼすおそれがある特定の化学物質が、どの
ような発生源から、どれくらい環境中に排出され
たか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運
び出されたか、というデータを把握・集計し、公
表する仕組みです。
このPRTR制度の導入を柱の一つとした「特定
化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改
善の促進に関する法律」（平成１１年法律第８６号。以
下「化管法」という。）の施行により、届出対象要
件に当てはまる事業者は、化学物質の排出量や移
動量を平成１３年４月から把握を始め、平成１４年度
以降、前年度分の排出量及び移動量の届出が義務
付けられています。
なお、化管法施行令の一部改正により令和５年

度把握分から、対象となる第一種指定化学物質が
４６２物質から５１５物質に、第二種指定化学物質が
１００物質から１３４物質に見直されています。また従
来の政令番号に代わり、化管法の対象となる１物
質ごとに固有で対応する管理番号が付与されま
す。
○　届出事業者数と物質
令和４年度排出量等の状況について、３５業種

７０４事業所（仙台市を含む。）から届出がありまし
た。
届出事業所の業種別では、燃料小売業が３８９事

業所（約５５%）で最も多く、次いで製造業の１８６事
業所（約２６%）と続いています。
また、届出のあった化学物質は、第一種指定化

学物質４６２物質のうち１３３物質となっています。
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○　排出量及び移動量の概要
令和４年度の届出による環境への排出量及び移

動量の合計は約１，６３２tで、前年度と比較して約８６t
減少しています。
排出量は約８５１tで、前年度より約９６t減少しまし

た。その内訳は、大気への排出が約７２２t、公共用

水域への排出が約７９t、事業所敷地内埋立が約５０t
となっています。
一方、移動量は約７８１tで、前年度より約１０t増加

しました。その内訳は、下水道への移動が約
６．４t、廃棄物としての移動が約７７５tとなっていま
す。

▼表２−４−１−１５　県内の業種別PRTR届出状況（令和４年度実績把握分）

届出数業　　　種　　　名届出数業　　　種　　　名届出数業　　　種　　　名
１８　鉄道業（１）なめし革・同製品・毛皮製造業０１　金属鉱業
１９　倉庫業（８）窯業・土石製品製造業０２　原油・天然ガス鉱業
２４１０　石油卸売業（４）鉄鋼業１８６３　製造業
０１１　鉄スクラップ卸売業（５）非鉄金属製造業（１６）食料品製造業
０１２　自動車卸売業（２２）金属製品製造業（４）飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。）
３８９１３　燃料小売業（１１）一般機械器具製造業（３）　酒類製造業
１１４　洗濯業（２７）電気機械器具製造業（以下を除く。）（０）　たばこ製造業
０１５　写真業（０）   電子応用装置製造業（０）繊維工業
５１６　自動車整備業（０）   電気計測器製造業（０）衣服・その他の繊維製品製造業
０１７　機械修理業（１３）輸送用機械器具製造業（以下を除く。）（６）木材・木製品製造業（家具を除く。）
１１８　商品検査業（０）　鉄道車両・同部分品製造業（０）家具・装備品製造業
０１９　計量証明業（２）　船舶製造・修理業、舶用機関製造業（８）パルプ・紙・紙加工品製造業
４１２０　一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。）（２）精密機械器具製造業（以下を除く。）（５）出版・印刷・同関連産業
１３産業廃棄物処分業

２１
（０）   医療用機械器具・医療用品製造業（１３）化学工業（以下を除く。）

０特別管理産業廃棄物処分業（０）武器製造業（０）　塩製造業
０２２　医療業（０）その他の製造業（２）　医薬品製造業
２２３　高等教育機関１４　電気業（２）　農薬製造業
４２４　自然科学研究所０５　ガス業（１４）石油製品・石炭製品製造業
７０４合　　　計０６　熱供給業（１２）プラスチック製品製造業

注：（　）内の数値は製造業の内訳。３５７　下水道業（６）ゴム製品製造業

（単位：事業所）

▲図２−４−１−３７　県内におけるPRTR届出による排出量・移動量の割合

届出排出量
58%

大気
44%

埋立
3%

土壌
0%

水域
5%

届出移動量
48%

▲図２−４−１−３６　県内におけるPRTR届出対象物質別排出量・移動量（令和４年度排出・移動）
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単位（t/年） 単位（t/年）
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①届出排出量合計（851t/年）

320
151

100
50
52

178

トルエン

塩化メチレン

ノルマル－ヘキサン

鉛

キシレン

その他

②届出移動量合計（781t/年）

198
191

89

81

40
182

鉛化合物

マンガン及びその化合物

トルエン

亜鉛の水溶性化合物

銅水溶性塩（錯塩を除く）

その他

○　届出排出量と届出外排出量
PRTR制度は、化管法で定められた要件（対象
業種・従業員数・対象化学物質の取扱量）に合致
する事業者に届出を義務付けていますが、それ以
外の事業者の事業活動や自動車の使用、私たちの
日常生活も、環境中への化学物質の排出源となっ

ています。
そこで、国は、これらの対象事業者以外の排出

源からの対象化学物質の排出量を推定し、届出に
よる排出量の情報と合わせて公表しており、本県
の届出外排出量は約27t減少しています。 
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▲図２−４−１−３９　県内における排出量の推移
　　　　　　　（平成３０～令和４年度）
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
単位（t/年）

3,7731,113

1,011 3,628

3,335898

3,509947

3,482851令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

▲図２−４−１−３８　県内におけるPRTR届出排出量・移動量の
推移（平成３０～令和４年度）
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福島第一原子力発電所事故により環境中に放出
された放射性物質は、本県を含む周辺各県に影響
を及ぼしました。県内の空間放射線量率について
は、物理的減衰、ウェザリング効果及び除染によ
る効果等により低減し、生活環境において、年間
放射線量１mSvに該当する、毎時０．２３μSvを超過
する地点がないことが確認されています。一方、
放射線・放射能に対する不安や風評被害は未だに
続いていることから、県では、生活環境及び農林
水産物等の放射線・放射能の測定を総合的・計画
的に実施し、情報発信することで、不安払拭に努
めています。
 

○　モニタリングポスト等による放射線定点測定
県は福島第一原子力発電所事故直後の平成２３年

３月１４日から、県南市町を中心に空間放射線量率
の定点測定を毎日実施するとともに、県内各市町
村に簡易型放射線測定器を配備し、平成２３年７月
１１日からは、市町村役場等による定点測定が実施
されています。また、国及び市町村と協力し、空
間放射線量率の定期的測定を可能とするモニタリ
ングポストを県内３７か所（市町村で独自に設置し
た１８か所を除く）に設置し、平成２４年４月２日か
ら、県内各地での空間放射線量率の測定結果を
ポータルサイト「みやぎ原子力情報ステーション」
で公開しています。県内各モニタリングポストの
測定値は、令和５年１２月３１日正午現在で、０．０２か
ら０．０５μSv／hの範囲でした。

６　環境中の放射線・放射能の現状
原子力安全対策課

▲図２−４−１−４０　航空機モニタリングによる県内の空間放
射線量率

左：平成２３年６月３０日時点
右：令和５年１１月２７日時点
（原子力規制委員会ホームページ画像をトリミング）
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富谷市富谷市
利府町利府町
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村田町村田町

柴田町柴田町
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松島町松島町

大衡村
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東松島市
女川町女川町

南三陸町

美里町美里町

丸森町

宮城県設置（7箇所）

国設置（30箇所）

仙台市設置（7箇所）

丸森町設置（11箇所）

▲図３−４−１−４１　モニタリングポスト配置図
　　　　　　　（女川原子力発電所監視用を除く。）
写真（左上）：県石巻合同庁舎に設置したモニタリング

ポスト
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

○　除染対策の支援

｢平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋
沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質による環境の汚染への対処に関する
特別措置法｣（平成２３年法律第１１０号。以下「放射
性物質汚染対処特別措置法」という。）では、除染
特別地域（追加被ばく線量が年間２０mSv超の地
域）は国が、汚染状況重点調査地域（１～２０mSv
の地域）は都道府県知事又は市町村長が、除染実
施計画を定めて除染を実施することとされていま
す。
県内では、汚染状況重点調査地域の指定を受け

た８市町（白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、
大河原町、丸森町、亘理町及び山元町。以下「指
定市町」という。）が、それぞれ策定した除染実施
計画に基づいて、平成２４年４月から学校をはじめ
とした公共施設、個別住宅、道路等の除染作業を
行いました。
県は、平成２４年１月に策定した「東京電力福島

第一原子力発電所事故被害対策基本方針」（以下
「事故被害対策基本方針」という。）及び平成２４年
６月に策定した「放射性物質汚染対処特別措置法
に基づく県有施設等の除染対策基本方針」に基づ
き、県が管理している県立学校等の施設の除染を
行うとともに、指定市町に「除染支援チーム」と
して応援職員を派遣し、国との調整等の側面支援
を行いました。
指定市町を中心に除染等の放射線量低減対策に

取り組んだ結果、平成２９年３月末までに全ての指
定市町において除染実施計画に基づく除染が完了
し、新たな除染の必要がないこと、その他の市町
村からも局所的に空間線量率が高い箇所の報告が
ないこと等から、県としては、「生活環境における
追加被ばく線量を年間１ミリシーベルト以下とす
る」という事故被害対策基本方針の目標は、概ね
達成されたものと捉えています。
一方、除染作業で発生した除去土壌等は処分の

基準が定められていないこと等の理由により、仮
置場などに保管されたままとなっています。
国では、除去土壌の処分基準を策定するための

検討チームを立ち上げ、福島県飯舘村で実施して
いる再生利用実証事業や、茨城県東海村、栃木県
那須町及び宮城県丸森町で実施した埋立処分実証
事業の結果を参考にしながら、基準策定のための
検討を進めています。

県では、除去土壌の処分基準策定に関する国の
動向についての情報収集や仮置場の維持管理に必
要な財源の確保に関する国との調整等、指定市町
の取組に対する支援を行っています。 
○　放射性物質に汚染された廃棄物の処理の促進

県内では、東京電力福島第一原子力発電所事故
（以下「福島第一原子力発電所事故」という。）に
よって環境中に放出された放射性物質により環境
汚染が生じました。その結果、県内の農林地や農
作物にも放射性物質が付着し、飼料・肥料等とし
ての利用ができなくなった稲わら、牧草、堆肥、
ほだ木等の農林業系廃棄物が広域で発生しまし
た。このほか、浄水場で発生した汚泥や家庭で薪
を燃やした灰から高い濃度の放射性物質が検出さ
れるケースがありました。
これらの廃棄物のうち、放射性セシウムの放射

能濃度が８，０００Bq/kgを超えて環境大臣の指定を
受けた廃棄物（指定廃棄物）については、放射性
物質汚染対処特別措置法に基づき国が処理するこ
ととされています。一方、指定廃棄物以外の廃棄
物については、廃棄物処理法に基づき通常の廃棄
物として処理可能ですが、福島第一原子力発電所
事故により環境中に放出された放射性物質による
汚染の恐れがある焼却灰等の特定一般廃棄物及び
特定産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づ
く通常の処理基準に加え、放射性物質汚染対処特
別措置法に基づく処理基準を上乗せし、適正に処
理することとされています。
県内で保管されている農林業系廃棄物のうち、

市町村に処理責任のある約３６，０００tについては、
平成２９年の市町村長会議において、県内全ての自
治体が協力して処理を行うことと、保管する２６市
町村がそれぞれの事情に合わせた方法で処理を
行っていくことで合意しました。
これを受け、仙南、大崎、石巻の３圏域では試

験焼却により安全に処理できることを確認した上
で本格焼却に着手し、石巻圏域では平成３１年４月
までに焼却処理を完了しています。また、農林地
還元による処理も県内各地で進められ、令和６年
４月時点で１６市町村の処理が完了しております。
なお、指定廃棄物の処理について、国は、県単

位で１か所に集約して管理、処分を行う方針と
し、県内３か所の詳細調査候補地を選定しました
が、候補地のある３市町からの候補地返上の表明
等もあり、進展していません。

放射性物質汚染廃棄物対策室

放射性物質汚染廃棄物対策室
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1　発生源への対策・規制
○　工場・事業場対策
工場・事業場に設置されているばい煙・粉じん

発生施設等に対しては、大気汚染防止法及び公害
防止条例において、排出基準等が設けられ、規制
が行われています。
これらの規制を受ける工場・事業場に対しては、

定期的に煙道排出ガスの行政検査を含めた立入検
査を実施し、自主測定の実施状況を把握し排出基
準超過の有無等を確認するとともに、燃焼管理や
設備の改善等を指導しています。
また、大規模発生源を有する工場と公害防止に

関する協定や覚書を締結し、硫黄酸化物の年間・
時間排出量を設定するなど法律以上の負荷削減対
策をとるよう指導しています。
大気汚染防止法等に基づく施設は、ばい煙発生

施設が３，９９６施設であり、その約６２%をボイラー
が占めており、次いで、ディーゼル機関、ガス
タービン、乾燥炉、廃棄物焼却炉の順になってい
ます。
また、一般粉じん発生施設は７３７施設、揮発性有

機化合物（VOC）排出施設は３８施設です。

１　大気環境の保全

第２節　令和５年度に講じた施策

環境対策課

（注）　（　　）内は仙台市分、内数

▼表２−４−２−１　ばい煙・粉じん発生施設等設置届出状況（法律に基づくもの）

令和５年度末現在の届出施設数令和４年
度末現在
の届出施
設数　　

令和３年
度末現在
の届出施
設数　　

施　　設　　名
別表
番号
等 計

大気汚染防止法以外の届出大気汚染
防止法の届出 鉱山に係る施設ガス工作物電気工作物

）７８６ （２，４９６ ）０ （０ ）４（７）５ （１８ ）７７７ （２，４７１ ２，５５５ ２，８６７ ボイラー１

ば
い
煙

）３ （３２ ）０ （０ ）０（０）０ （０ ）３ （３２ ３４ ３６ 金属加熱炉６
）０ （５１ ）０ （０ ）０（０）０ （０ ）０ （５１ ５０ ５０ 窯業用焼成炉・溶融炉９
）１０ （８６ ）２ （２ ）０（０）０ （０ ）８ （８４ ８６ ８９ 乾燥炉１１
）１７ （６８ ）０ （０ ）０（０）０ （０ ）１７ （６８ ７０ ７３ 廃棄物焼却炉１３
）１７７ （２６７ ）０ （０ ）０（０）１７４ （２５５ ）３ （１２ ２６７ ２５９ ガスタービン２９
）３７６ （８９０ ）０ （０ ）１（１）３３９ （７６９ ）３６ （１２０ ８９２ ８５０ ディーゼル機関３０
）４７ （１０９ ）０ （１４ ）０（０）２４ （２６ ）２３ （６９ １１１ １２３ その他
）１，４１６ （３，９９６ ）２ （１６ ）５（８）５４２ （１，０６５ ）８６７ （２，９０７ ４，０６５ ４，３４７ 施 設 数 合 計
）６８６ （１，８８４ －－－－１，８７３ １，９９３ 工　場　・　 事　業　場　数
）１９ （１５４ ）０（１５ ）０（０）０ （１ ）１９ （１３８ １５５ １５７ 鉱物又は土石の堆積場２

一
般
粉
じ
ん

）９０ （３７３ ）０（７ ）０（０）１ （５ ）８９ （３６１ ３６４ ３６１ ベルト・バケットコンベア３
）１４ （１４３ ）０（２ ）０（０）０ （０ ）１４ （１４１ １４１ １４２ 破砕機・摩砕機４
）８ （６７ ）０（１ ）０（０）０ （０ ）８ （６６ ６７ ６７ ふるい５
）１３１ （７３７ ）０（２５ ）０（０）１ （６ ）１３０ （７０６ ７２７ ７２１ 施 設 数 合 計
）２５ （１３７ －－－－１３５ １３６ 工　場　・　 事　業　場　数
）０ （３ ）０（０）０（０）０（０）０ （３ ３ ３ 塗装の乾燥施設３

Ｖ
Ｏ
Ｃ

）３ （１５ ）０（０）０（０）０（０）３ （１５ １５ １５ 接着の乾燥施設４
）２ （５ ）０（０）０（０）０（０）２ （５ ５ ５ 印刷（グラビア）の乾燥施設７
）１ （１５ ）０（０）０（０）０（０）１ （１５ １５ １５ その他
）６ （３８ ）０（０）０（０）０（０）６ （３８ ３８ ３８ 施 設 数 合 計
）２ （１４ －１４ １４ 工　場　・　 事　業　場　数
）０ （４ ）０（０ ）０（０）０ （４ ）０ （０ ４ ４ 小型石炭混焼ボイラー１

水
銀

）１ （１ ）０（０ ）０（０）１ （１ ）０ （０ １ １ 石炭燃焼ボイラー２
）０ （４ ）０（４ ）０（０）０ （０ ）０ （０ ４ ４ 非鉄金属精錬及び焙焼二次施設５
）１７ （６４ ）０（０ ）０（０）０ （０ ）１７ （６４ ６６ ６１ 廃棄物焼却炉８
）０ （０ ）０（０ ）０（０）０ （０ ）０ （０ ０ ０ その他
）１８ （７１ ）０（４ ）０（０）１ （５ ）１７ （６２ ７５ ７０ 施 設 数 合 計
）９ （４３ －－－－４５ ４７ 工　場　・　 事　業　場　数
）０ （０ ）０（０）０（０）０（０）０（００ ０ 施 設 数 合 計特

定
粉
じ
ん ）０ （０ －－－－０ ０ 工　場　・　 事　業　場　数
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

○　アスベスト対策
アスベスト粉じんを発生し、又は飛散させる原

因となる建築材料が使用されている建築物その他
の工作物の解体等を行う作業については、大気汚
染防止法に基づく届出が必要です。令和５年度に
おける届出件数は１２３件（うち仙台市６９件）で、立
入検査を８２０件（うち仙台市６４５件）実施しました。
また、アスベスト除去事業者への指導の他、労働
基準監督署や土木事務所等と連携して解体工事現
場をパトロールしました。
大気汚染防止法に基づき建築物等の解体等を行

う前に実施する石綿含有建材の調査結果の報告件
数は１３，９２９件（うち仙台市８，０８８件）でした。
なお、県では仙台市を除く、幹線道路沿線地域、
内陸山間地域や農業地域（各１地点）、解体現場周
辺（２地点）、産業廃棄物処理施設周辺（３地点）に
おいてモニタリング調査を実施し、大気中のアス
ベスト濃度が通常の大気環境と変わらないことを
確認しました。

⑵　自動車交通環境負荷低減対策　

○　自動車交通環境負荷低減計画の進行管理
令和３年３月に策定した「宮城県自動車交通環

境負荷低減計画（第３期）」基づく目標の達成状況
や施策の実施状況を把握するため、宮城県自動車
交通公害対策推進協議会幹事会を開催し、計画の
進行管理を行いました。
○　自動車交通騒音実態調査事業
主要幹線道路沿道における自動車交通騒音の実

態を広域的に調査・解析・評価するため、自動車
交通騒音実態調査を実施しました。

○　エコドライブ運動推進事業
自動車による環境負荷の低減を効果的に推進す

るためには、県民の理解と協力が必要であること
から、ゆっくり発進やアイドリングストップ等の
実践を促す「エコドライブ運動」を県民運動とし
て展開しています。
令和5年度は、次の事業を展開しました。

①　県庁行政庁舎の放送
エコドライブ推進月間である11月に、県庁行政

庁舎及び県地方合同庁舎にて、エコドライブを呼
びかける庁内放送を行いました。
②　県政ラジオ番組等による広報
エコドライブ推進月間に合わせて、県政ラジオ

番組及びみやぎ県政だより11・12月号の県からの
お知らせにおいて、エコドライブの実践を呼びか
けました。

3　さわやかな大気環境を目指して講じた
　施策

○　工場・事業場対策
県及び悪臭防止法規制地域を管轄する市町村

は、法及び公害防止条例に基づき、規制地域や施
設を指定することにより悪臭対策に努めていま
す。
①　悪臭防止法による規制
悪臭防止法は、知事が生活環境を保全する必要

があると認める地域を規制地域として指定すると
ともに規制基準を設定し、管轄する市町村が規
制・指導にあたっています。
県は、昭和４８年６月に仙台市、石巻市、岩沼市

等の３市２町を含む３地域を規制地域として指定
し、５物質の規制基準を設定しました。

▼表２−４−２−２　ばい煙・粉じん発生施設設置届出状況（条例に基づくもの）

令和５年度末現在の
届出施設数

令和４年度末現在の
届出施設数

令和３年度末現在の
届出施設数施　　設　　名別表

番号
）１（４４４石油精製用廃ガス処理施設２

ば
い
煙

）０（２７２７２７合成樹脂用反応施設・熱処理施設４
）１（３１３１３１施　 　 設　 　 数　 　 合　 　 計
）１（８８８工　 場　 ・　 事　 業　 場　 数
）１２（３５３５３３チップ等堆積場１

粉
じ
ん

）５（１１１１１１１１１打綿機２
）１７（１４６１４６１４４施　 　 設　 　 数　 　 合　 　 計
）１４（９７９７９２工　 場　 ・　 事　 業　 場　 数

（注）　（　　）内は仙台市分、内数

▼表２−４−２−３　工場・事業場立入検査及び行政上の措置状況

仙　台　市　実　施宮　城　県　実　施
行政指導改善
勧告等件数

使用燃料
検査件数

煙道検査
施設数

立入検査
施設数

立入検査
事業場数

行政指導改善
勧告等件数

使用燃料
検査件数

煙道検査
施設数

立入検査
施設数

立入検査
事業場数

２４０１０２１８７０１２０１２５０４１６０令和５年度

環境対策課

環境対策課
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その後、法施行令の改正により、昭和５１年に３
物質、平成元年に４物質が追加指定されたことか
ら、平成４年４月に規制地域を９市２町（仙台市
を除く県内全市（当時）、亘理町及び七ヶ浜町）に
拡大するとともに、悪臭物質を５物質から１２物質
に追加指定しました。
さらに、平成６年４月に敷地境界及び排出口に

ついて１０物質が、平成７年４月に排出水について
４物質が法施行令の改正により追加指定され、平
成７年４月の悪臭防止法改正により臭気指数規制
が併用（平成１３年４月から完全施行）されたこと
から、県は平成１５年１０月に規制地域を一部拡大す

るとともに、嗅覚測定法による規制手法を導入し
ました。
平成２２年度には登米市、栗原市及び東松島市を

新たに規制地域に指定し、１２市２町（仙台市を除
く）に拡大しましたが、平成２３年１２月の悪臭防止
法改正により、平成２４年４月１日から市の区域内
については、市長が規制地域を指定することとな
りました。
なお、仙台市は特定悪臭物質として悪臭防止法

に定められた全２２物質による濃度規制を行ってい
ます。

▼表２−４−２−４　 宮城県における法律・条例・要綱に基づく規制状況（令和６年３月３１日時点）

仙台市悪臭対策指導要綱宮城県悪臭公害防止対策要綱公　害　防　止　条　例悪　臭　防　止　法
嗅覚測定による臭気濃度規制嗅覚測定による臭気強度指導嗅覚測定による臭気指数規制注）嗅覚測定による臭気指数規制注）規制等の手法
仙台市内全域県内全域県内全域（ただし、悪臭防止法

規制地域を除く）
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙
沼市、白石市、名取市、角田市、
多賀城市、岩沼市、登米市、栗
原市、東松島市、大崎市、亘理
町及び七ヶ浜町の一部地域

規制地域

全業種日本標準産業分類の大分類の
次の業種
イ　農　業
ロ　建設業
ハ　製造業
ニ　卸売業、小売業
ホ　電気・ガス・水道・熱供

給業
ヘ　サービス業
上記の施設及び作業には、廃

棄物（排せつ物）を含むものと
する

イ　飼料又は有機質肥料の製造
の用に供する施設で次に掲げ
るもの（原料として、魚腸骨、
鳥獣骨、フェザー又はこれら
のソリュブルを使用するもの
に限る）
イ　原料置場
ロ　原料処理加工施設
ハ　真空濃縮施設
ニ　乾燥施設
ホ　脱臭施設
ロ　有機質肥料の製造の用に供
する施設で次に掲げるもの
（イの項に掲げるものを除く）
イ　原料置場
ロ　原料処理加工施設
ハ　強制発酵施設
ニ　乾燥施設
ホ　脱臭施設

規制地域内の全工場・事業場規制対象

仙台市宮城県、規制地域を管轄する仙
台市を含む１４市２町

宮城県、仙台市規制地域を管轄する仙台市を含
む１４市２町規制指導の主体

敷地境界線における基準
臭気濃度　１０
排出口の高さ等に応じて以下の
範囲で４区分

臭気濃度　３００～２，０００

測定法　三点比較式臭袋法

敷地境界線上において
臭気強度　１．８

測定法　三点比較式臭気採点法

（単位　臭気指数）
　
　

測定法　三点比較式臭袋法、三点比較式フラスコ法
注）仙台市では特定悪臭物質として法で定められた全２２物質に
よる規制指導

規制基準

無臭０

やっと感知できるに
おい  １

何のにおいであるか
がわかる弱いにおい２

らくに感知できるに
おい ３

強いにおい４

強烈な臭い５

排出水排　出　口敷地境界線

臭気指数３１

悪臭防止法第４条第２項に定め
る規制基準を基礎として、悪臭
防止法施行規則第６条の２に定
める方法により算出した臭気排
出強度又は臭気指数

臭気指数１５
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名取市 

石巻市 
 

塩竈市 

気仙沼市 

白石市 角田市 

多賀城市 

蔵王町 

七ヶ宿町 

川崎町 

丸森町 

七ヶ浜町 

大和町 

仙台市 

大郷町大郷町

富谷市富谷市
利府町利府町

岩沼市岩沼市

亘理町亘理町

村田町村田町

柴田町柴田町

山元町山元町

大河原町大河原町

松島町松島町

大衡村 

加美町 

色麻町 

大崎市 

涌谷町 

美
里
町

美
里
町

美
里
町

栗原市 

登米市 

東松島市 

女川町女川町

南三陸町

▲図２−４−２−１　悪臭防止法に基づく指定地域所在市町

▼表２−４−２−５　悪臭防止法に基づく行政指導等の状況

処分件数改善勧告
件数

行政指導
件数測定件数立入検査

件数年度

００２０１１令和元年度
００００１０令和２年度
００１１１令和３年度
００１１０１１令和４年度
００７３９令和５年度

②　公害防止条例による規制
本県における悪臭公害は、昭和３０年代後半から

苦情が急増し、昭和４０年頃は主として沿岸地域の
水産加工場から排出される魚介類残さの乾燥工程
等から発生する悪臭が、全公害苦情件数の４０%を
占めていました。この問題を解決するため、昭和
４０年１０月２０日に制定された公害防止条例におい
て、全国に先駆けて魚腸骨処理場及び化製場の排
出口に対して食塩水平衡法による臭気濃度に係る
規制基準を設定しました。
その後、昭和４６年３月１８日の条例全面改正時に

規制基準等が見直され、昭和５８年１２月２３日には条
例施行規則の一部を改正し、「五点比較式臭袋法」
を採用するとともに、臭気指数による規制に改
め、特定施設を飼料又は有機質肥料製造事業場に
限定しました。
さらに、平成１６年４月から法と同じ「三点比較

式臭袋法」による規制基準を新たに設定しました。
令和５年度末現在、条例に基づく特定施設は、

有機質肥料製造工場１５３工場（３６２施設）です。 
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③　宮城県悪臭公害防止対策要綱による指導
悪臭防止法又は公害防止条例の規制対象となら

ない施設等の悪臭問題は、「宮城県悪臭公害防止
対策要綱」による改善指導を行っています。
この要綱では、臭気測定法として「三点比較式

臭気採点法」を採用し、臭気強度による規制基準
を敷地の境界線について設定しています。

④　畜産臭気対策
悪臭防止法又は公害防止条例の規制対象となら

ない畜舎、堆肥舎等由来の臭気については、関係
機関と連携を図り「宮城県悪臭公害防止対策要綱」
による指導を実施しています。

▼表２−４−２−６　公害防止条例に基づく悪臭特定施設設置工場・事業場数（令和５年度）

計
特定施設設置工場・事業場数

市町村名No.
有機質肥料製造工場魚腸骨処理場等

）１０（７）１０（７）０（０仙 台 市１
）３４（１４）３４（１４）０（０石 巻 市２
）０（０）０（０）０（０塩 竈 市３
）３（１）３（１）０（０気 仙 沼 市４
）２０（９）２０（９）０（０白 石 市５
）０（０）０（０）０（０名 取 市６
）７（３）７（３）０（０角 田 市７
）０（０）０（０）０（０多 賀 城 市８
）１（１）１（１）０（０岩 沼 市９
）６８（３２）６８（３２）０（０登 米 市１０
）４１（１７）４１（１７）０（０栗 原 市１１
）４（２）４（２）０（０東 松 島 市１２
）３８（１９）３８（１９）０（０大 崎 市１３
）３（１）３（１）０（０富 谷 市１４
）１８（４）１８（４）０（０蔵 王 町１５
）１（１）１（１）０（０七 ヶ 宿 町１６
）２（１）２（１）０（０大 河 原 町１７
）４（２）４（２）０（０村 田 町１８
）０（０）０（０）０（０柴 田 町１９
）３（２）３（２）０（０川 崎 町２０
）２５（７）２５（７）０（０丸 森 町２１
）９（１）９（１）０（０亘 理 町２２
）１２（２）１２（２）０（０山 元 町２３
）１（１）１（１）０（０松 島 町２４
）０（０）０（０）０（０七 ヶ 浜 町２５
）０（０）０（０）０（０利 府 町２６
）０（０）０（０）０（０大 和 町２７
）４（１）４（１）０（０大 郷 町２８
）０（０）０（０）０（０大 衡 村２９
）７（３）７（３）０（０色 麻 町３０
）１２（４）１２（４）０（０加 美 町３１
）２３（１１）２３（１１）０（０涌 谷 町３２
）１（１）１（１）０（０美 里 町３３
）０（０）０（０）０（０女 川 町３４
）１１（６）１１（６）０（０南 三 陸 町３５
）３６２（１５３）３６２（１５３）０（０計

（　）内の数は特定施設数

▼表２−４−２−７　公害防止条例に基づく措置等

措置の
合計

処分
件数

改善勧告
件数

行政指導
件数

測定
件数

立入検査
件数

年度

６０１５４２５令和元年度
１００１５２１令和２年度
３００３４２６令和３年度
１８００１８６３１令和４年度
１５００１５５２２令和５年度

▼表２−４−２−８　悪臭防止法及び公害防止条例以外の行政指
導の状況

改善勧告件数行政指導件数立入検査件数年度
０７５１２２令和元年度
０５６１００令和２年度
０７７１６８令和３年度
０５１１４４令和４年度
０３７１３３令和５年度
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

1　閉鎖性水域における水質改善対策
○　松島湾水質モニタリング事業
閉鎖性水域である松島湾は、より一層の水質改

善が求められており、湾内の詳細な環境モニタリ
ング調査（水質８地点、底質及び底生生物６地点）
を平成５年から継続して行っています。水質は、
平成５年から平成１７年まで改善傾向にありました
が、近年はほぼ横ばいで推移しています。東日本
大震災後は、下水処理場の稼働停止に伴う未処理
水の流入等により、一時的な水質の悪化が見られ
ましたが、現在は震災前と同程度の水質に戻って
います。
令和５年度の水質調査の結果、有機性汚濁の指

標であるCODは、０．６～４．７mg/Lの範囲にあり、
前年度と同程度でした。富栄養化の指標である全
窒素及び全 燐 は、それぞれ０．１０～０．４７mg/L、

りん

０．００８～０．１４０mg/Lの範囲にあり、前年度と同程
度の結果となりました。
○　釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画

釜房ダムは、湛水面積３．９㎢、有効貯水容量
３，９３０万㎥の利水、洪水調節、渇水調整の役割を果
たしている多目的ダムです。
昭和５０年台には釜房ダムを水源とする水道水に

カビ臭等の異臭味障害が継続して発生したため、
昭和６１年２月に全 燐 に係る環境基準をⅡ類型とし

りん

て指定したほか、昭和６２年９月に湖沼法に基づく
指定湖沼の指定を受け、第１期釜房ダム湖沼計画
を策定しました。それ以来、各期で水質目標値を
設定し、計画に基づく生活排水対策等の各種汚染
源（点源）に対する規制や、汚染源が特定できな
い山林、農用地等の面源負荷対策、各種汚染源に
対する規制等の水質保全対策事業を総合的かつ計
画的に実施してきました。
その結果、釜房ダム流域においては、下水道及

び家畜排せつ物処理施設の整備等による負荷削減
効果が見られるなど、生活系、畜産系のCOD排出
負荷量は減少傾向にあります。このことから、水
質保全対策の効果は着実に進展しています。
一方、釜房ダムのCOD７５%値及び全 燐 は、近年

りん

横ばい傾向にあり、令和５年度において、水質目
標値及び環境基準を達成していません。
令和４年度、「釜房ダム貯水池湖沼水質保全計

画（第７期）」（R４～R１３）を策定し、第５期で策
定した「釜房ダム長期ビジョン」のキャッチフレー
ズ 「健やかな里の水 かまふさ」を目指して、引
き続き取組を進めていきます。

⑵　赤潮発生防止対策
　
令和５年度は赤潮の発生が８回確認されました

が、漁業への被害はありませんでした。
今後も赤潮の発生状況を監視するとともに、赤

潮の発生を防止するため、閉鎖的な内湾流域内の
事業場等に対する窒素・ 燐 排水規制や排水処理施

りん

設の設置及び適正管理の指導、下水道の整備等に
よる生活排水対策等閉鎖性水域の富栄養化防止対
策を推進していきます。

3　有機性汚濁対策
○　工場・事業場対策
①　特定事業場対策
水質汚濁防止法は、人の健康や生活環境に被害

を生ずるおそれがある物質等一定の要件を備える
汚水等を排出する施設を特定施設と定め、特定施
設を設置している事業場等から公共用水域に排水
される水について、排水基準を適用して規制を
行っています。さらに、湖沼や海域の内湾のよう
な閉鎖的な水域については、植物プランクトンの
増殖による水質汚濁を防止するため、その要因と
なる窒素・ 燐 についても排水基準が定められてい

りん

ます。
また、水質汚濁防止法の規制対象となっておら

ず環境の保全を図る上で規制が必要である施設が
ある事業場等に対しては、公害防止条例により水
質汚濁防止法と同等の規制を行っています。さら
に、公共用水域のうち、水質汚濁防止法による排

２　水環境の保全 

環境対策課

環境対策課

環境対策課

環境対策課・水産業基盤整備課

▼表２−４−２−９　第７期釜房ダム湖沼水質保全計画の
　　　　　　  水質目標値とR５水質

環境基準水質目標値令和５年度区　分
１２．５３．２COD７５%（mg/L）
－０．３９０．５０全窒素(mg/L)
０．０１０．０１５０．０２０全燐(mg/L)
－２６２５N/P比

▼表２−４−２−１０　赤潮発生状況（令和５年度）

漁業被害プランクトンの種類
（優占種）場所（海域）発生年月日

なしHeterosigma akashiwo気仙沼市
港町R５．６．２６1

なし①Heterosigma akashiwo
②Prorocentrum Sigmoides

気仙沼市
港町R５．７．３2

なしNoctiluca scintillans気仙沼市
大島R５．７．２３3

なしNoctiluca scintillans気仙沼市
唐桑R５．７．２４4

なしNoctiluca scintillans石巻市
（雄勝沖）R５．７．２７5

なしScrippsiella sp.松島湾
（陸前大塚駅付近）R５．８．２８6

なしEuglena sp.気仙沼湾R６．３．４7

なしScrippsiella sp.気仙沼湾R６．３．１２8
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検査を実施した件数は、水質汚濁防止法に基づく
ものは４２５件、公害防止条例に基づくものは３５件
でした。このうち、排出水の水質検査を行った件
数は、水質汚濁防止法に基づくものは２７６件、公害
防止条例に基づくものは１８件でした。水質汚濁防
止法による排水基準に適合しない件数は１１件、公
害防止条例による排水基準に適合しない件数は０
件でした。排水基準に適合しなかった事業場等に
ついては、汚水等の処理施設の管理方法の改善等
について指導を行いました。
②　小規模（未規制）事業場対策
水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく生活

環境の保全に関する排水基準が適用されない事業
場等の数は、5，4３３事業場となっています。これ
ら小規模な事業場等からの負荷を軽減するため、
汚濁排水の削減方法や簡易な排水処理施設の設置
等について指導を行っています。

環境対策課

▲図２−４−２−２　水質汚濁防止法に基づく業種別特定施設
　　　　　　　設置状況（令和５年度）

その他
25 ％

し尿処理施設
3%

保存食料品
製造業5%

豆腐煮豆
製造業6%

洗たく業4%

水産食料品
製造業 10%

自動式車両
洗浄施設
16%

旅館業
17％

畜産農業
14%

▼表２−４−２−１１　窒素含有量及び 燐 含有量についての排水
りん

基準を適用する湖沼  
◎窒素含有量についての排水基準を適用する湖沼  

青下ダム貯水池（仙台市）　月山池（仙台市）　丸田沢ため池（仙台市）
富士沼（石巻市）　川原子ダム貯水池（白石市）　
内町ため池（角田市）　長沼（登米市）　平筒沼（登米市） 伊豆沼（登米市、栗原市）
内沼（登米市、栗原市）
小田ダム貯水池（栗原市）　上大沢ダム貯水池（大崎市）　化女沼ダム貯水池（大崎市）
鳴子ダム貯水池（大崎市）
阿川沼(七ケ浜町）　惣の関ダム貯水池（利府町）　嘉太神ダム貯水池（大和町）
孫沢ため池（加美町）
漆沢ダム貯水池(鳴源湖)（加美町）　長沼（加美町）

◎ 燐 含有量についての排水基準を適用する湖沼 
りん

青下ダム貯水池（仙台市）　大倉ダム貯水池（仙台市）　月山池（仙台市）
七北田ダム貯水池（仙台市）　
丸田沢ため池（仙台市）　宮床ダム貯水池（仙台市、大和町）　富士沼（石巻市）
川原子ダム貯水池（白石市）
樽水ダム貯水池（名取市）　内町ため池（角田市）　長沼（登米市）　平筒沼（登米市）
 伊豆沼（登米市、栗原市） 
内沼（登米市、栗原市）　荒砥沢ダム貯水池（栗原市）　小田ダム貯水池（栗原市）　
栗駒ダム貯水池（栗原市）　
花山ダム貯水池（栗原市）　宿の沢ダム貯水池（栗原市）　上大沢ダム貯水池（大崎市）
化女沼ダム貯水池（大崎市）　
鳴子ダム貯水池（大崎市）　　岩堂沢ダム貯水池（大崎市）
七ケ宿ダム貯水池（七ケ宿町）　釜房ダム貯水池（川崎町）　
松ヶ房ダム貯水池（宇多川湖）（丸森町、福島県相馬市）　阿川沼(七ケ浜町）
惣の関ダム貯水池（利府町）　
嘉太神ダム貯水池（大和町）　南川ダム貯水池（大和町）　牛野ダム貯水池（大衡村）
孫沢ため池（加美町）　
漆沢ダム貯水池(鳴源湖)（加美町）　長沼（加美町）　　二ツ石ダム貯水池(加美町）

▼表２−４−２−１２　窒素含有量及び 燐 含有量についての排水基準を適用する海域
りん

広田湾　万石浦　松島湾　気仙沼湾　雄勝湾　女川湾　鮫ノ浦湾　志津川湾 

▼表２−４−２−１３　公害防止条例に基づく水質特定施設設置届出数

令和５年度末における届出数
令和４年度
末における
届出数

令和３年度
末における
届出数

特定施設の種類分類
番号 ①＋②合計②排水基準

適用外

　①排水基準適用
うち特別排水
基準適用

（　０）５ （　０）５ （　０）０ （　０）０ （　０）５ （　０）５ 水産卸売市場の洗浄施設１
（　３４）３０５ （　７２）２８９ （　２）６ （　２）１６ （　３４）２６８ （　３４）２６７ 集団給食施設２
（１４８）７３２ （１４４）７２７ （　１）２ （　３）５ （１４８）７４５ （１４８）７４４ ガソリンスタンド営業・自動車整備業の洗浄施設３
（　１）１１ （　１）２ （　０）０ （　０）９ （　１）１１ （　１）１１ 廃油再生用原料処理施設４
（　１０）１１６ （　３）９３ （　１）３ （　６）２３ （　１０）１１７ （　１０）１１４ 公衆浴場業の洗場施設５
（　０）２ （　０）２ （　０）０ （　０）０ （　０）２ （　０）２ ごみ処理施設６
（　１）１ （　０）０ （　１）１ （　１）１ （　１）１ （　１）１ 動物園７
（　１）１ （　１）１ （　０）０ （　０）０ （　１）１ （　１）１ 病院の廃液処理施設８
（　０）０ （　０）０ （　０）０ （　０）０ （　０）０ （　０）０ アスファルト又は油脂類容器の洗浄施設９
（１９５）１，１７３ （１８３）１，０９６ （　５）１２ （　１３）５４ （１９５）１，１５０ （１９５）１，１４５ 合　　　　　計

（注）（　）内は仙台市分、内数

（注）（　）内は仙台市分、内数

水基準によっては生活環境を保全することが十分
でないと認められる阿武隈川、松島湾等の水域に
ついては、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定
める条例（昭和４７年条例第４０号）でより厳しい上
乗せの排水基準を設定しています。
公害防止条例で規定する事業場等の数は１，１７３

事業場であり、そのう５４事業場に排水基準が適用
されています。
排水基準の遵守状況の把握及び指導のため立入

▼表２−４−２−１４　水質汚濁防止法及び
　　　　　　　公害防止条例に基づく措置状況

計画変更
命　　令

改善命令件数直罰処分
件　　数

排出水検査
延べ件数区分 一時停止命令改善命令

（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（１１１）３５９平成３０年度
（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（１３０）３７７令和元年度
（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（８８）２９８令和２年度
（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（９３）２０９令和３年度
（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（９３）３０５令和４年度
（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（１１３）２９４令和５年度
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

③　畜産排水等の対策
家畜排せつ物法の施行後、各地域で家畜排せつ

物処理施設の整備が進められてきましたが、畜産
経営に起因する苦情の主な原因は、図２－４－２
－３に示すとおり悪臭が多くを占めています。
現在、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事

業（畜産クラスター事業）や畜産環境整備リース
事業などを活用しながら家畜排せつ物処理施設の
整備等を実施し、家畜排せつ物処理対策に取り組
むとともに家畜排せつ物法に基づき、適正な堆肥
化処理等について関係機関が協力し、畜産農家に
対して指導を行っています。
今後も施設整備・農家への指導を継続し、適正

な家畜排せつ物処理対策を実施していきます。

ほか、地域の実状に応じ、農業集落排水処理施設、
コミュニティプラント、漁業集落排水処理施設等
が県内各地で整備されています。
また、各家庭個別の生活排水処理施設としての

浄化槽設置についても補助制度があり、普及して
きています。
さらに、生活排水処理施設の整備と並行して、

生活排水による水質汚濁の防止に関する知識の普
及・啓発に努めています。

畜　産　課

①　下水道の整備
煙下水道の整備状況
下水道は、良好な都市環境の形成と公衆衛生の
向上とともに、公共用水域の水質保全に重要な基
盤施設として全県的にその整備が進められてお
り、令和５年度末における本県の下水道事業は、
公共下水道事業（市町村事業）が全３５市町村で実
施され、供用が開始されています。
また、流域下水道事業（県事業）としては７流域

（仙塩、阿武隈川下流、鳴瀬川、吉田川、北上川下
流、北上川下流東部、迫川）の整備を推進しており、
全ての流域下水道で供用を開始しています。

本県の下水道処理人口普及率は毎年着実な伸び
を示しており、令和４年度末で８３．５%（図２－４
－２－４）となっていますが、その内訳を見ると、
市部の８５．４%に対して、町村部は７２．５%と低く、
地域的な不均衡が生じています。
県は、平成２８年６月に宮城県生活排水処理基本

構想「甦る水環境みやぎ」の見直しを行い、社会
基盤の整備の効率化を進め、良好で均衡ある生活
環境の実現に向けて、下水道の整備目標を、令和
１７年度普及率８６．６%に設定して事業を展開してい
ます。 

○　生活排水対策
工場・事業場排水規制の効果、下水道整備の促

進等、公共用水域の水質保全を図る条件は整いつ
つありますが、閉鎖性水域では依然として水質環
境基準が達成されない水域があり、これら水域で
は汚濁負荷に占める生活系の割合はむしろ大きく
なってきています。
生活排水を根本的に処理するには下水道等の集

合処理施設の整備が欠かせません。公共下水道の

▲図２−４−２−３　種類別畜産苦情発生状況
（令和５年７月１日～令和６年６月３０日）

その他
（2）
7.1％

悪臭+害虫
（5）
17.9%

水質+悪臭＋害虫
（1）
3.6%

水質+悪臭
（3）
10.7%

害虫
（2）
7.1%

水質汚濁
（１）
3.6％

悪臭
（14）
50%

苦情の種類
別発生状況
28件

環境対策課・都市環境課

都市環境課・水道経営課

▼表２−４−２−１５　生活排水処理施設整備対象人口・普及率

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度平成３０年度区　　　　　　　分
２，２３０，６５８２，２４７，３７４２，２５９，６６１２，２７３，８９６２，２８３，１６４２，２９３，１９５生活排水処理施設整備対象人口（人）

９３．５９３．３９３．２９２．８９２．３９１．８生活排水処理施設普及率（％）
１，８６８，２２０１，８７５，８２４１，８８２，７８９１，８８５，８２２１，８８２，７９１１，８７１，９９４処理区域内人口　（人）公共下水道
５８，７６３６０，３７９６２，０５９６３，５６５６５，３６６６７，９０８処理区域内人口　（人）農業集落排水処理施設
９２３１，１１２９５１９７４９９１１，０２３処理区域内人口　（人）漁業集落排水処理施設
１，５８６１，６２０１，６６１１，７０６１，７１３６，３２２処理人口　　　　（人）コミュニティプラント
１５７，０００１５６，８２９１５８，３６２１５８，２８２１５６，５２０１５７，５７２処理人口　　　　（人）浄化槽

０９１４１４１４１４処理区域内人口　（人）簡易排水施設
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煙下水道終末処理場の水処理状況
令和５年度の県内の各処理場の放流水は、BOD
が１．０～１５．０mg／L（除去率９５．０～９９．８%）、SSが
ND～１３．０mg／L（除去率９４．３～９９．７%）となって
おります。「下水道法」（昭和３３年法律第７９号）に
定められている放流水の水質基準を満たしていま
す。

②　農業集落排水処理施設の整備

農村社会における混住化や生活様式の多様化等
により、農業用排水の汚濁が進行し、農業生産性
の維持・向上や農村生活環境に悪影響を及ぼして
いることから、農業集落排水事業により、農業集
落におけるし尿及び生活雑排水等の汚水を処理す
る施設を整備し、農業用排水の水質保全と農業用
排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善を
図っています。
農業集落排水処理施設は、令和５年度までに８５

処理区域において整備が実施され供用が開始され
ています。
今後も水質汚濁による環境への影響と水質保全

の重要性等に関する住民への積極的な啓発活動と
施設の機能確保を推進します。
③　浄化槽の整備
煙浄化槽の設置推進
浄化槽は、中山間地域や農村地域等の人口密度
が低い地域において、少ない費用で短期間に設置
できる特長を有する効率的な汚水処理システムで
す。また、個別分散型施設であることから、地震

に強いという特性も有しており、東日本大震災に
おいても被災地における全損は全体の３．８%に留
まるなど、災害に強い汚水処理システムとしても
国による設置促進施策が講じられています。
国は、循環型社会形成推進交付金により、市町

村が行う浄化槽の整備事業を支援しています。
煙浄化槽の維持管理
浄化槽が公共用水域等の水質の保全等の観点か

ら生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する
ためには、「浄化槽法」（昭和５８年法律第４３号）に
基づく定期的な保守点検、清掃及び法定検査で構
成される維持管理を適切に実施する必要がありま
す。法定検査は、浄化槽法第７条の規定による検
査（第７条検査）と第１１条の規定による検査（第
１１条検査）があります。第７条検査は、浄化槽の
設置工事が適切に実施され、浄化槽本来の機能が
発揮されていることを確認するため、使用開始後
３～８か月に実施されるものです。また、第１１条
検査は、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄
化槽の機能が正常に維持されていることを確認す
るため、年１回実施されるものです。
本県の第７条検査の実施率は、平成３０年度調査

以降１００%であり、適正とみなせるものは令和４
年度調査の９７．８%に対し令和５年度調査では
９８．０%となっています。
また、第１１条検査の実施率は、９１．９%と全国平

均４８．２%を大きく上回っており、適正とみなせる
ものが９０．３%であることから、県内に設置されて
いる全浄化槽の約９割が適正に維持管理されてい
ることになります。

▲図２−４−２−４　下水道処理人口普及率の推移

平
成
22
年
度
は
東
日
本
大
震
災
の
た
め
調
査
不
可

昭和55 60 平成10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 272322 28 29 30 令和元 2 3 4 （年度）

2,340 2,344 2,347 2,348 2,350 2,350 2,348 2,345 2,341 2,335 2,331

1,6261,6261,626
1,6611,6611,661 1,6961,6961,696 1,7151,7151,715 1,7341,7341,734 1,7531,7531,753 1,7691,7691,769
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418418418

584584584

2,322 2,3212,3212,321
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廃棄物対策課



第
　
二
　
部

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た
県
の
取
組

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

91

第４章　安全で良好な生活環境の確保

１１条検査結果
適正＋おおむね適正１１条検査

実施率

７条検査結果
適正＋おおむね適正７条検査

実施率
実施率補正後補正前実施率補正後補正前

９０.３%
（全国３位）

９８.２%
（全国１３位）

９１.９%
（全国４位）

９８.０%
（全国１０位）

９８.０%
（全国１７位）

１００%
（全国１位）宮城県

４５.９%
（９.０%～
９１.１%）

９５.２%
（７４.０%～
９９.６%）

４８.２%
（９.３%～
９６.４%）

８７.６%
（６６.５%～
９９．５%）

９２.５%
（７９.０%～
９９.６%）

９４．７%
（６７.９%～
１００%）

全国
平均

▼表２−４−２−１７　法定検査実施率等（令和４年度実績）

名取市名取市

石巻市石巻市

塩竈市

気仙沼市気仙沼市

白石市白石市 角田市角田市

多賀城市

蔵王町蔵王町

七ヶ宿町

川崎町川崎町

丸森町丸森町

七ヶ浜町

大和町

仙台市

大郷町大郷町

富谷市富谷市
利府町利府町

岩沼市岩沼市

亘理町亘理町

村田町村田町

柴田町柴田町

山元町山元町

大河原町大河原町

松島町松島町

大衡村

加美町

色麻町

大崎市

涌谷町涌谷町

美
里
町

美
里
町

美
里
町

栗原市栗原市

登米市

東松島市東松島市

女川町女川町

南三陸町南三陸町

市町村の浄化槽整備事業

①浄化槽設置整備事業

②公共浄化槽等整備推進事業

①,②の両事業の併用

③低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業市町村名

▲図２−４−２−５　国庫補助金を活用した市町村の浄化槽整
備事業

令和５年度新設浄化槽数

２９市町村６６８基循環型社会形成推進交付金対象基数

２１市町３１６基①浄化槽設置整備事業

９市町村３５２基②公共浄化槽等整備推進事業
※石巻市は①、②の両事業を実施

▼表２−４−２−１６　市町村の浄化槽整備事業 況調査で環境基準を超過して有害物質が検出され
た場合は、健康被害の拡大防止を図るため周辺の
井戸に対し汚染井戸周辺地区調査を行います。概
況調査や汚染井戸周辺地区調査で環境基準を超過
して有害物質が検出された井戸は、次年度以降も
継続監視調査を行っています。
なお、令和５年度の概況調査では、２４地点中２３

地点で環境基準を達成し、１地点で 砒 素が、環境
ひ

基準を超過しました。
また、知事は、土壌汚染対策法に基づき、地下

水摂取による健康被害防止の観点から、現在１か
所（仙台市を除く）を要措置区域に指定しており、
土地所有者が地下水の揚水による浄化作業を行っ
ています。
○　農薬等対策
①　ゴルフ場に係る農薬対策
「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指
導要綱」及び「ゴルフ場における農薬の安全使用
に関する指導要領」に基づき、農薬の安全かつ適
正な使用及び危害防止を推進しました。
県内のゴルフ場を巡回し、農薬使用記録簿をも

とに農薬の使用状況や防除の実施状況について確
認と指導を行いました。
②　農薬の適正使用
農薬を使用する機会が増える６月から８月にか

けて農薬危害防止運動を行い、農薬取扱者を対象
とした研修会を開催するとともに、リーフレット
や「宮城県農作物病害虫・雑草防除指針」を作成
し、農薬適正使用の啓発を図りました。
また 、農薬を使用する農家等を対象に農薬の使

用基準の遵守を指導しました。

4　有害物質対策
○　工場・事業場対策
水質汚濁防止法は、人の健康に係る被害を生ず

るおそれのある有害物質を含む水等を公共用水域
に排出する事業場等について排水基準を適用して
規制を行っています。
水質汚濁防止法で規定する事業場等の数は、

４，８２９事業場です。このうち有害物質を排出する
おそれのある事業場等の数は２１９事業場で、全体
の約４．５％となっています。
○　地下水汚染対策
水質汚濁防止法に基づく常時監視において、概

環境対策課

環境対策課

みやぎ米推進課
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▼表２−４−２−１８　水質汚濁防止法に基づく特定事業場数

令和５年度末における特定事業場数
令和４年
度末にお
ける特定
事業場数

令和３年
度末にお
ける特定
事業場数

業　　　種　　　区　　　分分類
番号 ①＋②

合計

②１日あたりの平均排水量５０㎥未満の①１日当たりの平均排水量５０㎥以上の

有害物質使用特定事業場
事業場

有害物質使用特定事業場
事業場

地下浸透地下浸透

（　０）０ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 鉱業又は水洗炭業１
（　１３）６９２ （　０）０（　０）０ （　１３）６７９ （　０）０（　０）０（　０）１３（　１３）６９３ （　１３）６９４ 畜産農業又は関連サービス業１－２
（　１１）８５ （　０）０（　０）０ （　１０）６９ （　０）０（　０）０（　１）１６（　１１）８４ （　１１）８１ 畜産食料品製造業２
（　７）４８６ （　０）０（　０）０ （　７）４４４ （　０）０（　０）０（　０）４２（　７）４９３ （　７）４８９ 水産食料品製造業３
（　４）２４４ （　０）０（　０）０ （　４）２４０ （　０）０（　０）０（　０）４（　４）２４４ （　４）２４５ 保存食料品製造業４
（　２）８２ （　０）０（　０）０ （　２）８１ （　０）０（　０）０（　０）１（　２）８９ （　２）９１ みそ・食酢等の製造業５
（　２）９ （　０）０（　０）０ （　２）９ （　０）０（　０）０（　０）０（　３）１１ （　３）１２ 菓子・製あん業８
（　０）３ （　０）０（　０）０ （　０）３ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）３ （　０）３ 米菓製造業等９
（　７）６１ （　０）０（　０）０ （　５）５３ （　０）０（　０）０（　２）８（　７）６２ （　６）５９ 飲料製造業１０
（　３）２１ （　０）０（　０）３ （　３）１８ （　０）０（　０）０（　０）３（　３）２２ （　３）２２ 飼肥料製造業１１
（　０）３ （　０）０（　０）０ （　０）３ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）６ （　０）６ 動植物油脂製造業１２
（　０）２ （　０）０（　０）０ （　０）２ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）２ （　０）２ ぶどう糖水あめ製造業１５
（　３）２６ （　０）０（　０）０ （　３）２５ （　０）０（　０）０（　０）１（　３）２７ （　３）２７ めん類製造業１６
（　１８）１７２ （　０）０（　０）０ （　１８）１６８ （　０）０（　０）０（　０）４（　１８）１８６ （　１８）１８７ 豆腐煮豆製造業１７
（　０）１５ （　０）０（　０）０ （　０）１１ （　０）０（　０）０（　０）４（　０）１７ （　０）１７ 冷凍調理食品製造業１８－２
（　２）５ （　０）０（　０）０ （　２）５ （　０）０（　０）０（　０）０（　２）５ （　２）５ 繊維製品製造業１９
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 一般製材業又は木材チップ製造業２１－２
（　０）３ （　０）０（　０）０ （　０）３ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）３ （　０）３ 合板製造業２１－３
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）１（　０）１ （　０）１ パーティクルボード製造業２１－４
（　０）４ （　０）０（　０）２ （　０）４ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）４ （　０）４ 木材薬品処理業２２
（　０）０ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）２ （　０）２ 紙加工品製造業２３
（　３１）４２ （　０）０（　４）４ （　３１）４２ （　０）０（　０）０（　０）０（　３２）４３ （　３４）４６ 印刷業等２３－２
（　０）１ （　０）０（　０）１ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 化学肥料製造業２４
（　０）０ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）０ （　０）０ 無機顔料製造業２６
（　１）５ （　０）０（　０）１ （　１）４ （　０）０（　０）０（　０）１（　１）６ （　１）６ その他の無機化学工業製造業２７
（　１）３ （　０）０（　０）０ （　０）１ （　０）０（　０）１（　１）２（　１）３ （　１）３ 合成樹脂製造業３３
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 石けん製造業３８
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ その他の有機化学工業製品製造業４６
（　１）３ （　０）０（　０）０ （　１）２ （　０）０（　０）１（　０）１（　１）３ （　１）３ 医薬品製造業４７
（　０）１ （　０）０（　０）１ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 農薬製造業４９
（　１）１ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　１）１（　１）１ （　１）１ 石油精製業５１
（　２）３ （　０）０（　０）０ （　１）１ （　０）０（　０）０（　１）２（　２）３ （　２）３ 自動車タイヤ・チューブ製造業、ゴムホース製造業等５１－２
（　０）０ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）０ （　０）０ 皮革製造業５２
（　４）９ （　０）０（　０）０ （　４）８ （　０）０（　０）１（　０）１（　４）９ （　４）９ ガラス製品製造業５３
（　１）５５ （　０）０（　０）０ （　１）５５ （　０）０（　０）０（　０）０（　１）５７ （　１）５８ セメント製品製造業５４
（　１３）８７ （　０）０（　０）０ （　１３）８４ （　０）０（　０）０（　０）３（１４）８９ （１５）８７ バッチャープラント５５
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）１（　０）１ （　０）１ 人造黒鉛電極製造業５７
（　０）１ （　０）０（　０）１ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 窯業原料の精製業５８
（　１）１０ （　０）０（　０）０ （　１）１０ （　０）０（　０）０（　０）０（　１）１１ （　１）１２ 砕石業５９
（　１）２３ （　０）０（　０）０ （　１）２２ （　０）０（　０）０（　０）１（　１）２３ （　１）２３ 砂利採取業６０
（　２）５ （　０）０（　０）０ （　１）３ （　０）０（　１）１（　１）２（　２）７ （　２）６ 鉄鋼業６１
（　０）３ （　０）０（　０）０ （　０）３ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 非鉄金属製造業６２
（　２）２５ （　０）０（　１）９ （　２）１７ （　０）０（　０）６（　０）８（　２）２３ （　１）２３ 金属製品製造業６３
（　１）１ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　１）１（　１）１ （　１）１ 石炭を燃料とする火力発電施設の廃ガス洗浄施設６３－３
（　０）０ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）０ （　０）０ ガス供給業又はコークス製造業６４
（　５）１９ （　０）０（　０）１ （　０）８ （　０）０（　０）１（　５）１１（　５）２１ （　５）２１ 水道施設６４－２
（　１７）９９ （　０）０（　５）３７ （　１６）６９ （　０）０（　１）１９（　１）３０（　１９）１０８ （　１８）１０６ 表面処理施設６５
（　３）１４ （　０）０（　３）９ （　３）１０ （　０）０（　０）４（　０）４（　３）１４ （　３）１３ 電気めっき施設６６
（　５９）８２７ （　０）０（　０）０ （　４３）７２４ （　０）０（　０）０（　１６）１０３（　５９）８３９ （　５９）８３４ 旅館業６６－３
（　５）３３ （　０）０（　０）０ （　５）２４ （　０）０（　０）０（　０）９（　５）３２ （　５）３１ 共同調理場６６－４
（　９）１９ （　０）０（　０）０ （　９）１７ （　０）０（　０）０（　０）２（　９）２１ （　１０）２１ 弁当製造業６６－５
（　１７）４４ （　０）０（　０）０ （　１５）３３ （　０）０（　０）０（　２）１１（　１７）４４ （　１９）４６ 飲食店６６－６
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 主食と認められる食事を提供しない飲食店６６－７
（　５７）２５９ （　０）０（　０）５ （　５３）２４９ （　０）０（　０）１（　４）１０（　５６）２６４ （　５６）２７１ 洗たく業６７
（　２９）６４ （　０）０（　０）１４ （　２９）６４ （　０）０（　０）０（　０）０（　２９）６８ （　２９）６６ 写真現像業６８
（　９）１７ （　０）０（　５）５ （　７）１０ （　０）０（　０）１（　２）７（　９）１８ （　１０）１８ 病院６８－２
（　１）２ （　０）０（　０）０ （　１）２ （　０）０（　０）０（　０）０（　１）３ （　１）３ と畜業６９
（　１）４ （　０）０（　０）０ （　１）２ （　０）０（　０）０（　０）２（　１）４ （　１）４ 卸売市場６９の２
（　０）１ （　０）０（　０）０ （　０）１ （　０）０（　０）０（　０）０（　０）１ （　０）１ 廃油処理施設７０
（　１７）２０ （　０）０（　０）０ （　１６）１９ （　０）０（　０）０（　１）１（　１７）２０ （　１７）２０ 自動車分解整備事業７０－２
（３０９）７９９ （　０）０（　０）０ （３０９）７９８ （　０）０（　０）０（　０）１（３０７）７９６ （３０８）７９４ 自動式車両洗浄施設７１
（　９６）１４８ （　０）０（　４４）６３ （　９６）１４１ （　０）０（　０）５（　０）７（　９４）１５０ （　９３）１４３ 試験・研究機関７１－２
（　３）１７ （　０）０（　０）２ （　３）１６ （　０）０（　０）０（　０）１（　３）１７ （　３）２０ 一般廃棄物処理施設７１－３
（　６）１８ （　０）０（　１）１ （　６）１５ （　０）０（　０）０（　０）３（　６）１９ （　６）１９ 産業廃棄物処理施設７１－４
（　１）１５ （　０）０（　１）１４ （　１）１４ （　０）０（　０）１（　０）１（　１）１６ （　１）１６ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等洗浄施設７１－５
（　１４）１５７ （　０）０（　０）０ （　０）１８ （　０）０（　０）１（　１４）１３９（　１４）１５９ （　１４）１６２ し尿処理施設７２
（　５）３６ （　０）０（　０）０ （　０）０ （　０）０（　０）０（　５）３６（　５）３６ （　５）３６ 下水道終末処理施設７３
（　１）１９ （　０）０（　０）１ （　１）４ （　０）０（　０）２（　０）１５（　１）２２ （　１）２２ 共同処理施設７４
（７９８）４，８２８ （　０）０ （　６４）１７４ （７４０）４，３１４ （　０）０（　２）４５ （　５８）５１４ （７９８）４，９１５ （８０２）４，９０８ 合                     計

（注）　（　）は仙台市分、内数
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

1　　土壌汚染対策
○　農用地の土壌汚染対策
①　カドミウム基準値超過米の生産防止対策の実
　　施状況
水稲のカドミウム吸収を抑制するための生産防

止計画作成について助言し、適切な水管理に向け
た普及啓発や実施状況の確認を行い、生産防止対
策の着実な実施を指導しました。
②　カドミウム基準値超過米の市場流通防止対策
　　の実施状況
カドミウム基準値超過米の市場流通を防止する

ため、二迫川地域等において令和５年産米の流通
前調査を実施し、基準値超過米の流通防止に努め
ました。

⑵　地盤環境の保全
○　安全な地盤環境を目指して講じた施策
昭和５０年に、｢工業用水法｣（昭和３１年法律第１４６

号）に基づき仙台市東部地域、多賀城市及び七ヶ
浜町の指定地域内（約９０挨）で揚水設備（吐出口
の断面積６哀を超えるもの）により地下水を採取
し、これを工業の用に供する場合は、知事の許可
を必要とします。
また、昭和４９年以来「地盤沈下防止対策要綱」

によって、仙台市宮城野区苦竹地区等を指定し、
地下水揚水量の削減指導を行ってきており、平成
８年には、それまでの要綱による指導を公害防止
条例による規制としました。
公害防止条例は、仙台市、塩竈市、多賀城市及

5　水環境への総合的な取組
自然界においては、降水が土壌等に保持され、

若しくは地表水及び地下水として流下して海域等
へ流入し、又は大気中に蒸発して再び降水になる
一連の過程（「自然の水循環」）があります。
この自然の水循環において、水の浄化機能その

他の自然の水循環の有する機能が十分に発揮さ
れ、人間の社会生活の営みと水環境その他の自然
環境の保全との適切な均衡が確保されている状態
を保全し、宮城県のもつ恵まれた水環境を次代へ
引き継ぎ、現在及び将来の県民が豊かな水の恩恵
を享受し、快適な社会生活を営むことができるよ
う、平成１６年６月に水循環保全条例が制定され、
平成１７年１月から施行されています。
県は、この条例に沿って、平成１８年度に、健全

な水循環の保全に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るための基本的な計画である「宮城県
水循環保全基本計画」を策定、令和２年度に第２
期計画を策定しました。この「基本計画」では、
水循環の健全性を示す重要な４つの要素「清らか
な流れ」、「豊かな流れ」、「安全な流れ」及び「豊
かな生態系」を取り上げています。
また、県内を他県にまたがる大規模な北上川流

域及び阿武隈川流域とその２大流域にはさまれ
た、鳴瀬川流域、名取川流域、そして多くの小河
川から構成される南三陸海岸流域の計５流域に区
分し、この５つの流域ごとに施策の効果的かつ具
体的な推進を図るため「流域水循環計画」を策定

しています。
○　流域水循環計画の策定状況と水道水源特定保
　全地域の指定
平成20年度に「鳴瀬川流域」の計画を策定（平

成30年度更新）し、平成21年度に大和町、色麻町
及び加美町の区域の一部を水循環保全条例第13条
に基づく「水道水源特定保全地域」として指定
（令和２年度変更）しました。
また、平成22年度に「北上川流域」及び「名取

川流域」の計画を策定（令和２年度更新）し、平
成23年度に栗原市、大崎市、仙台市及び川崎町の
区域の一部を水循環保全条例第13条に基づく「水
道水源特定保全地域」として指定（令和３年度変
更）しました。
さらに、令和３年度に「南三陸海岸流域」及び

「阿武隈川流域」の計画を策定し、令和４年度に水
循環保全条例第13条に基づく「水道水源特定保全
地域」を指定しました。
○　令和５年度の取組
令和２年度から４年度まで新型コロナウイルス

感染症の影響等により開催を見送っていた３流域
（北上川流域、鳴瀬川流域、名取川流域）において、
４年ぶりに流域水循環計画推進会議を開催しました。
前年度から引き続き各流域の関連事業や管理指

標等を取りまとめた報告書を関係者へ配布したほ
か、宮城県保健環境センターで同資料のパネル展
示やホームページ等による周知を行い、流域計画
の着実な推進を図りました。

環境対策課

環境対策課

３　土壌環境・地盤環境の保全

みやぎ米推進課
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び利府町の指定地域内（６２．４挨）で揚水設備（吐
出口の断面積６哀を超えるもの）により地下水を
採取しようとする者には、業種及び用途にかかわ
らず届出を義務付けており、建設工事に伴う揚水
も対象としています。また、地下水採取量の記
録、報告を義務付けるとともに、地下水採取量の

削減、水源転換等の指導を行っています。現在、
指定地域内の揚水設備の届出本数は１６８本となっ
ており、農業用井戸が最も大きい割合を占めてい
ます。また、建設工事に係る揚水設備の設置届出
件数は、令和５年度は８件（うち仙台市４件）で
した。

1　工場・事業場対策
騒音規制法及び振動規制法により、騒音及び振

動から生活環境を保全すべき地域を「指定地域」
として知事及び各市長が指定しています。指定地
域内においては、法に定める特定施設（以下「法
特定施設」という。）を設置している工場及び事業
場（以下「特定工場等」という。）の事業活動の
他、法に定める特定建設作業の騒音・振動を規制
しています。また、道路交通騒音・振動について
は、市町村長が県公安委員会等に対して所要の措
置を執るよう要請することができます。
また、公害防止条例により、法指定地域外に設

置されている法特定施設の騒音・振動を規制する
とともに、法特定施設以外の特定施設を追加し、

指定地域にかかわらず全県的に規制していま
す。 
指定地域を有する市町村については、当該市町

村が規制・指導にあたっています。
○　騒音防止対策
令和５年度末現在、騒音規制法に基づく指定地

域は２６市町村で指定されています。
騒音規制法に定める特定施設は金属加工施設等

１１施設、公害防止条例に定める特定施設はクーリ
ングタワー等７施設の計１８施設を規制していま
す。
特定工場等から発生する騒音に関しては、特定

工場等の敷地境界で規制基準の遵守義務が課せら
れており、県又は市町村は、特定工場等から発生

４　地域における静穏な環境の保全 

環境対策課

▲図２−４−２−７　工業用水法に基づく指定地域図
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する騒音が規制基準に適合しないことにより周辺
の生活環境が損なわれると認められる場合、計画
変更勧告又は改善勧告を行うことができます。
令和５年度末現在、騒音規制法及び公害防止条

例に基づく届出件数は特定施設２９，７３４件（特定工
場・事業場６，１４３件）、立入検査は１１３件、苦情等に
基づく測定は３４件でした。 

▼表２−４−２−１９　騒音に係る法律・条例に基づく規制（令和６年３月３１日現在）
宮　城　県　公　害　防　止　条　例騒　音　規　制　法

県内全域仙台市の都市計画区域及び石巻市他２４市町村の都市計画法で定める用途地域（騒音
に係る環境基準の指定地域に同じ）指定地域

法律に定める１１種類にクーリングタワー等７種類を加えた１８種類金属加工機械等１１種類特定施設規定
対象 深夜営業騒音、拡声機騒音特定建設作業騒音、自動車騒音その他　

県保健所及び指定地域を有する市町村指定地域を有する市町村規制・指導
主体　　　

　（備考）
・上表に掲げる第２種区域、第３種区域、第４種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別
養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地及びその周囲おおむね５０mの区域内における当該基準は、上表に定める値からそれぞれ５デシベルを減
じた値とする。　
・都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域及び仙台市の一部の近隣商業地域については、公害防止条例施行規則に基づき「第２種区域」の規制基準を適
用する。

工
場
・
事
業
場
騒
音

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準
　
　
等

［深夜営業騒音］

（備考）
◇この規制基準は、２２時から６時までの時間に適用
◇音響機器の使用禁止時間は２３時から６時まで

［拡声機騒音］

［特定建設作業騒音］

（備考）
◇第１号区域；第１種、第２種及び第３種区域並びに第４種区域のうち学
校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども
園等の敷地８０mまでの区域
◇第２号区域；指定地域のうち第１号区域以外の区域

［自動車騒音の要請限度］

（備考）
ａ区域；第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住居地域、

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域
ｂ区域；第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域
ｃ区域；近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

そ
　
の
　
他

［指定地域を有する市町村（２６市町村）］
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩
沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、大河原町、村田町、柴田
町、亘理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大衡村、美里町、女川町、
南三陸町

夜間
（２２：００～６：００）

朝（６：００～８：００）
夕（１９：００～２２：００）

昼間
（８：００～１９：００）

時間区分
区域区分

４０デシベル４５デシベル５０デシベル文教地区、第１種低層住居専用地域、第２種低
層住居専用地域、田園住居地域第１種区域

４５デシベル５０デシベル５５デシベル
第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居
専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、
準住居地域

第２種区域

５０デシベル５５デシベル６０デシベル近隣商業地域、商業地域、準工業地域第３種区域

５５デシベル６０デシベル６５デシベル工業地域第４種区域

第２号区域第１号区域規制種別

８５デシベル（敷地境界線）基準値

２２：００～６：００１９：００～７：００作業禁止時間

１４時間以内１０時間以内１日当たりの作業時間

連続６日以内作業期間

日曜日その他の休日作業禁止日

夜間
２２：００～６：００

昼間
６：００～２２：００区域の区分

５５デシベル以下６５デシベル以下
ａ区域及びｂ区域のうち
１車線を有する道路に面
する区域

６５デシベル以下７０デシベル以下
ａ区域のうち２車線以上
の車線を有する道路に面
する区域

７０デシベル以下７５デシベル以下

ｂ区域のうち２車線以上
の車線を有する道路に面
する区域及びｃ区域のう
ち車線を有する道路に面
する区域

７０デシベル以下７５デシベル以下幹線道路に近接する空間
における特例

規制基準地域の区分

４０デシベル文教地区、第１種低層住居専用地域、第２
種低層住居専用地域、田園住居地域第１種区域

４５デシベル
第１種中高層住居専用地域、第２種中高
層住居専用地域、第１種住居地域、第２種
住居地域、準住居地域

第２種区域

５０デシベル近隣商業地域、商業地域、準工業地域第３種区域

５５デシベル工業地域第４種区域

拡声器の設置場所
規制種別

航空機自動車店頭・街頭

地上１．２ｍの
地点において
６５デシベル以
下

拡声機の正面か
ら１ｍの位置で
７５デシベル以下

１つの拡声機の放送
音量又は他の拡声器
の放送音量との複合
音量として地上１．２
ｍの高さで７０デシベ
ル以下

音量基準

１０：００～１５：００８：００～１９：００使用時間

学校、保育所、病院、患者の収容施設
のある診療所、図書館、特別養護老人
ホーム、幼保連携型認定こども園の周
囲１００m

使用禁止区域

□総幅員６．５ｍ
未満の道路の場
合１地点におい
て５分以内の使
用
□総幅員５ｍ未
満の道路におい
ては設置しない
□１回１０分以内
とし、次回の使
用までに１０分以
上の休止時間を
おく

□総幅員５ｍ未満の
道路においては設置
しない
□地上５ｍ以上の位
置での使用は拡声機
の延長が１０ｍ以内の
広場又は道路に落ち
るようにする
□１回１０分以内と
し、次回の使用まで
に１０分以上の休止時
間をおく

使用方法
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○　振動防止対策
令和５年度末現在、振動規制法に基づく指定地

域は２６市町村で指定されています。
特定工場等から発生する振動に関しては、特定

工場等の敷地境界で規制基準の遵守義務が課せら
れており、県又は市町村は、特定工場等から発生
する振動が規制基準に適合しないことにより周辺

の生活環境が損なわれると認められる場合には計
画変更勧告や改善勧告を行うことができます。
令和５年度末現在で、振動規制法及び公害防止

条例に基づく届出件数は、特定施設２２，４１９件（特
定工場・事業場３，９６９件）、立入検査は３２件、苦情
等に基づく測定は６件でした。

▼表２−４−２−２０　騒音に係る特定施設設置届出状況（令和５年度）　

合　　　　　計公害防止条例に基づく
設置届出数

騒音規制法に基づく
設置届出数特　定　施　設　名

特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数
２，５０６３５３１，４６４１６０１，０４２１９３金属加工機械１
１４，５５６２，３４２５，４６４７７６９，０９２１，５６６空気圧縮機及び送風機２
８２３２０２５９１１４５２３２５７土石用又は鉱物用破砕機３
１７９１３１５９１６４４織機４
２０２１０１１１８５９８４４２建設用資材製造機械５
４６１７２５１０２１７穀物用製粉機６
９７６３１３５４９１４７４２７１６６木材加工機械７
２５３１５１１０２抄紙機８
７３５２０４１２８２８６０７１７６印刷機械９
１，７１２８０１，１０１４７６１１３３合成樹脂用射出成形機１０
４９２１４３１９６２鋳型造型機１１
２５４７９２５４７９－－ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン１２
１，９６６７３４１，９６６７３４－－クーリングタワー１３
３，４５６１，３０９３，４５６１，３０９－－バーナー１４
２５６７８２５６７８－－繊維工業用機械１５
１７８６３１７８６３－－コンクリート管等製造機１６
５９５４４５９５４４－－金属製品製造機械１７
１，２２０１８７１，２２０１８７－－土石等加工機械１８
２９，７３４６，１４３１７，４３８３，８９５１２，２９６２，２４８合計

▼表２−４−２−２１　騒音に係る工場・事業場立入検査状況

処分件数測定件数立入件数　　　　　　　区分
年度　　　　　　　

０４１３０令和元年度
０４５９令和２年度
０１２１０３令和３年度
０１９１０６令和４年度
０３４１１３令和５年度
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▼表２−４−２−２２　振動に係る法律・条例に基づく規制（令和６年３月３１日現在）

▼表２−４−２−２３　振動に係る特定施設設置届出状況（令和５年度）

合　　　　　計公害防止条例に基づく
設置届出数

振動規制法に基づく
設置届出数特　　定　　施　　設　　名

特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数
１，９００２６４１，１８８１０５７１２１５９金属加工機械１
４，１０６１，０１８２，０００４６６２，１０６５５２圧縮機２
７８５２８６５８８１５０１９７１３６土石用又は鉱物用破砕機等３
１６７４００１６７４織機４
１０３５６５７３６４６２０コンクリート製品製造機械５
２１１９３１３０５８８１３５ドラムバーカー又はチッパー６
２２１７７７３１９１４８５８印刷機械７
１０９９３８４７１５ゴム・合成樹脂練用ロール機８
１，５５０７０１，０１３４１５３７２９合成樹脂用射出成形機９
２９５１８３１１２鋳型造型機１０
４１６４１６－－金属加工機械１１
２３２６６２３２６６－－ディーゼルエンジン１２

１２，９６５２，０１５１２，９６５２，０１５－－冷凍機１３
２２，４１９３，９６９１８，３４３２，９６９４，０７６１，０００合　　　　　計

▼表２−４−２−２４　振動に係る工場・事業場立入検査状況

処分件数測定件数立入件数　　　　　　　区分
年度　　　　　　　

０２４７令和元年度
００２２令和２年度
０１２４令和３年度
０７４１令和４年度
０６３２令和５年度

宮　城　県　公　害　防　止　条　例振　動　規　制　法

県内全域仙台市の都市計画区域及び石巻市他２４市町村の都市計画法で定める用途地域指定地域

法律に定める１０種類に冷凍機等３種類を加えた１３種類圧縮機等１０種類特定施設規定
対象 特定建設作業振動、道路交通振動その他

県保健所及び指定地域を有する市町村指定地域を有する市町村規制・指導
主体　　　

（備考）
・上表に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こ
ども園の敷地の周囲おおむね５０mの区域内における基準は、上表に定める値からそれぞれ５デシベルを減じた値とする。 
・都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域及び仙台市の一部の近隣商業地域については、公害防止条例施行規則に基づき「第１種区域」の規制基準を適
用する。

工
場
・
事
業
場
振
動

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準
　
　
等

［指定地域を有する市町村（２６市町村）］
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩
沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、大河原町、村田町、柴田
町、亘理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大衡村、美里町、女川町、
南三陸町

［特定建設作業振動］

（備考）
◇第１号区域；第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住
居地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種
住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準
工業地域並びに工業地域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別養護老
人ホーム、幼保連携型認定こども園等の敷地８０ｍまでの区域
◇第２号区域；指定地域のうち第１号区域以外の区域

［道路交通振動の要請限度］

そ
　
の
　
他

夜間
（１９：００～８：００）

昼間
（８：００～１９：００）

時間区分
区域区分

５５デシベル６０デシベル

文教地区、第１種低層住居専用地域、第２種低
層住居専用地域、田園住居地域、第１種中高層
住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第
１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域

第１種区域

６０デシベル６５デシベル近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地
域第２種区域

第２号区域第１号区域規制種別

７５デシベル（敷地境界線）基準値

２２：００～６：００１９：００～７：００作業禁止時間

１４時間以内１０時間以内１日当たりの作業時間

連続６日以内作業期間

日曜日その他の休日作業禁止日

夜間
１９：００～８：００

昼間
８：００～１９：００区域の区分

６０デシベル６５デシベル第１種区域

６５デシベル７０デシベル第２種区域
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２　建設作業騒音等対策
騒音規制法及び振動規制法の指定地域を有する

市町村（以下「指定市町村」という。）では、この
指定地域内で特定建設作業を行おうとする者に届
出を義務付けており、作業方法や作業時間等につ
いて規制しています。
指定市町村は、特定建設作業の規制基準に適合

しないことにより周辺の生活環境が損なわれると

認められる場合、騒音・振動の防止方法等に対す
る改善勧告や改善命令等の措置を行うことがで
き、作業時間や作業方法について違反した場合、
改善を指導しています。
令和５年度末現在、騒音規制法に基づく届出件

数は３３２件、振動規制法に基づく届出件数は２１２件
でした。

3　自動車交通騒音対策
自動車騒音の常時監視は知事又は市長の責務と
されており、GISを使用した自動車騒音面的評価
システムを用いて、県内の主要路線における環境
基準の達成状況を算出しています。
また、高速自動車道等に係る騒音等の問題につ

いて「高速自動車道騒音等防止対策実施要領」を
定め、高規格道路（東北・山形自動車道、常磐自
動車道、仙台東部道路、仙台南部道路、仙台北部
道路及び三陸自動車道等）の沿道市町村や道路管
理者と連携して騒音等防止対策の推進と効率化を
図るため、毎年会議を開催し、騒音測定結果を共
有するとともに、道路管理者に騒音防止対策の要
請等を行っています。
さらに、新幹線及び高速自動車道を持つ１０県で

構成する「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車
道公害対策１０県協議会」として、毎年、東日本高
速道路株式会社に対して高速自動車道に係る騒音
対策の推進について要請を行っています。

道路管理者の東日本高速道路株式会社及び宮城
県道路公社は、騒音防止対策として、遮音壁の設
置及び高機能（低騒音）舗装を実施しています。令
和５年度末現在、東日本高速道路株式会社の騒音
防止対策は、遮音壁総延長４３．６km（上下線別）、
高機能（低騒音）舗装８７７km（一車線換算）、宮城
県道路公社の騒音防止対策は、遮音壁１．０km（上
下線別）、高機能（低騒音）舗装が７０．３km（一車
線換算）となっています。

4　航空機騒音対策
県及び関係市は、周辺地域への航空機騒音の影

響を把握するため、通年測定や短期測定により環
境基準の達成状況や騒音低減対策の効果について
調査を行い、県が毎年開催する「仙台空港航空機
騒音対策会議」及び「松島飛行場航空機騒音対策
会議」で測定結果を報告し、関係機関に周知して
います。また、仙台空港運用時間２４時間化に向
け、令和４年度に仙台空港周辺に航空機騒音通年

環境対策課

環境対策課

環境対策課

▼表２−４−２−２５　騒音規制法に基づく特定建設作業届出件数
令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度特定建設作業

３２４２４４３０５１くい打機、くい抜機又はくい打くい抜
機を使用する作業１

１０４３１びょう打機を使用する作業２

２２３２３４２２４２３２２２６さく岩機を使用する作業３

３９５５４２４４２５空気圧縮機を使用する作業４

２１２１０コンクリートプラント又はアスファル
トプラントを設けて行う作業５

３３５４９９５４６５バックホウを使用する作業６

００２１０トラクターショベルを使用する作業７

２７６９６ブルドーザーを使用する作業８

３３２３９３４２３３７４３７４合　　　　　計

▼表２−４−２−２６　振動規制法に基づく特定建設作業届出件数

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度特定建設作業

６２８７８４５９８９くい打機、くい抜機又はくい打くい抜
機を使用する作業１

０００００鋼球を使用して建築物その他の工作物
を破壊する作業２

２１１０２舗装版破砕機を使用する作業３

１４８１５３１６４１４２１４８ブレーカーを使用する作業４

２１２２４１２４９２０１２３９合　　　　　計
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

測定局４局を設置し、騒音データ処理をオンライ
ン化する航空機騒音監視システムの開発・導入を
行い、県が実施する航空機騒音監視体制を強化し
ました。令和５年度より通年測定局４局及び航空
機騒音監視システムの運用を開始しています。
航空機騒音対策としては、発生源対策のほか、

騒音軽減運航方式の導入や空港周辺対策等がとら
れています。
発生源対策は、国際民間航空条約を踏まえた

「航空法」（昭和２７年法律第２３１号）に基づく航空機
の耐空証明制度として実施されており、騒音基準
に適合しない航空機は運航が禁止されています。
仙台空港では、騒音軽減運航方式として①滑走

路の人家がない方向に離着陸を行う優先滑走路方
式、②人家を避けた飛行経路を飛行する優先飛行
経路方式及び③急上昇方式等が適宜採用されてい
ます。また、周辺地域については、「公共用飛行場
周辺における航空機騒音による障害の防止等に関
する法律」（昭和４２年法律第１１０号）等に基づき、
学校や病院等の障害防止工事及び共同利用施設の
整備が助成され、航空機騒音の影響の大きさに応
じた住宅防音工事や移転補償、緩衝緑地の整備等
が行われています。
航空自衛隊松島基地周辺については、「防衛施

設周辺の生活環境の整備等に関する法律」（昭和４９
年法律第１０１号）等に基づき、民間空港に準じた周
辺対策が行われています。

5　鉄道騒音対策
沿線市町村の協力を得て東北新幹線鉄道沿線に

定点を定め、毎年騒音・振動測定を実施していま
す。その測定結果は、「東北新幹線鉄道騒音等対
策会議」で報告し、関係機関に周知しています。

また、新幹線及び高速自動車道を持つ１０県で構
成する「東北・上越・北陸新幹線、高速自動車道
公害対策１０県協議会」の会員として、東日本旅客
鉄道株式会社等に対して新幹線鉄道に係る騒音対
策の推進について申し入れを行っています。
新幹線騒音対策としては、車両単体対策及び構

造物対策等が実施されています。
車両単体対策は、パンタグラフ数の削減、カ

バー取り付けによる風切音やアーク音の低減及び
先頭形状の変更による騒音・低周波音対策が行わ
れています。
構造物対策は、新幹線鉄道騒音の環境基準の達

成状況が思わしくなかったことから、当面７５デシ
ベル以下とすることを目標に、昭和６０年度から吸
音板設置、防音壁嵩上げ、逆L型防音壁設置及び
レール削正等の対策が段階的に講じられていま
す。　
また、新幹線の高速化に伴い、トンネル出入口

からの低周波音により家屋内の家具ががたつく等
の苦情が発生しており、緩衝工の設置等の対策が
講じられています。
新幹線鉄道以外の在来鉄道については、新設又

は高架化等のように環境が急変する場合の騒音の
未然防止の観点から、平成７年１２月に「在来鉄道
の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指
針」が定められ、沿線地域の環境保全が図られて
います。

6　深夜営業騒音対策
カラオケに代表される深夜営業騒音の防止を図

るため、公害防止条例により飲食店営業等を対象
に規制を行っており、県及び市町村は立入検査を
実施するなどして指導を行っています。

環境対策課 環境対策課

▼表２−４−２−２７　深夜営業騒音規制状況（令和５年度）

立入検査件数苦情発生地域の内訳苦情発生件数
計測定苦情立入計無指定商工業系住居系計使用禁止音量制限
４０４１４０８６１４１２２
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1　ダイオキシン類対策特別措置法による
　監視指導

○　特定事業場
ダイオキシン類対策特別措置法の特定事業場

は、県内（仙台市を除く。）に１１５か所あり、これ
らを対象に、自主測定結果や施設の維持管理状況
等の確認のため立入検査を行い、適正な施設管理
等の指導を実施しています。令和５年度は、行政
測定の結果、排出基準を超過した施設はありませ
んでした。

５　化学物質による環境リスクの低減 

▼表２−４−２−２８　令和５年度監視指導状況

測定分析
件数

文書による
指導件数

立入検査件数
（延べ数）

届出事業場数

令和５年度
末現在

令和４年度
末現在

１１０１１１１５９８特定事業場
１００１０１０８９２大気基準適用事業場

１０１７６水質基準適用事業場

環境対策課

○　特定施設
廃棄物焼却施設などのダイオキシン類対策特別

措置法で定める特定施設の設置者は、同法に基づ
き、施設からの排出ガスや排出水等に含まれるダ
イオキシン類濃度の測定を年１回以上行い、その
結果を知事（仙台市にあっては市長（以下同じ）。）
に報告し、知事は、それを公表することとなって
います。令和５年度に実施された自主測定結果で
は、排出基準を超過した施設はありませんでし
た。
このほか、測定義務のある一般廃棄物最終処分

場及び産業廃棄物最終処分場の設置者は、同法に
基づき、処分場からの放流水及び処分場周縁の地
下水中のダイオキシン類の測定を年１回以上行う
ことが義務付けられています。

廃棄物対策課

▼表２−４−２−２９　大気排出基準適用施設の自主測定結果（令和５年度）

基準値測定結果施設数※２事業場数※２
測定項目※１特定施設の種類

不適合未測定測定実施未測定

５０．０００８８～
０．００７５００２２０１排出ガス製 鋼 用 電 気 炉

５０００１１０１排出ガスアルミ合金製造用溶解炉
０．１～１０※３０～３．７００８０８０

０６５
排出ガス

廃 棄 物 焼 却 炉  ０～４．５－０５７５７※４ば いじん
０～２．８－０６１６１※４燃 え 殻

※１　測定項目のうち、ばいじんとは、集じん機によって集められた飛灰をいう。燃え殻とは、焼却残灰、炉清掃掃出物などをいう。
※２　休止中の事業場及び施設を除いた数を計上している。
※３　廃棄物焼却炉に係る排出ガスの基準値は、廃棄物焼却炉の設置時期及び処理能力によって、０．１～１０ng-TEQ／㎥Ｎの間で定められている。
※４　廃棄物焼却炉のうち、構造によって、ばいじん、燃え殻が発生しないものがあり、この場合、その測定義務が適用されないため、測定項目ご

とに施設数が異なる。また、ばいじん、燃え殻については、排出基準値は設定されていない。

(排出ガス：ng-TEQ/㎥Ｎ、ばいじん・燃え殻：ng-TEQ/g)

▼表２−４−２−３１　最終処分場の自主測定結果（令和５年度）

測　定　結　果
（pg-TEQ/L）施　　　設　　　数

測定項目
基準値自主検査未測定測定実施

排出基準　１００～４．６０２６２６放 流 水
環境基準   １０～０．３６０２６２６地 下 水

▼表２−４−２−３０　水質排出基準適用施設の自主測定結果（令和５年度）

測　　定　　結　　果
（pg-TEQ/L）事　　業　　場　　数

特定施設の種類
基準値自主測定未測定測定実施
１００．０２９～０．０６８０２２パルプ製造用塩素漂白施設
１００．０００６００１１廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設
１００．０００６９０１１下 水 道 終 末 処 理 施 設
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

⑵　内分泌かく乱物質調査
内分泌かく乱物質による環境汚染は、科学的に

未解明な点が多く残されているものの、内分泌系
に影響を及ぼすことにより、生体に傷害や有害な
影響を引き起こすおそれがあることから、国は、
化学物質環境実態調査を活用した環境中濃度の実
態把握及び暴露の測定を行い、化学物質の暴露の
可能性と情報の信頼性を評価し、影響評価の対象
物質を選定することとし、この方針に沿った取組
を積極的に推進していくこととしています。
県は、このような国の対策と連携し、平成20年

度以降化学物質環境実態調査を活用し、内分泌か
く乱物質の実態把握に努めています。

3　環境リスク管理の促進
○　事業者の自主的な管理改善の促進に向けた普
　及・啓発

宮城県化学物質適正管理指針の普及啓発
化管法第４条では、事業者に、取り扱う指定化

学物質について認識し、「化学物質管理指針」に留
意して管理を行い、その管理の状況に関する国民
の理解を深めるよう努力することを求めていま
す。そこで、県は、事業者が「化学物質管理指針」
に基づいて行う、自主的な管理の改善を促進する
ための基本方針や管理計画等の策定に関するガイ
ドラインとして活用していただくため、「宮城県
化学物質適正管理指針（平成３０年１０月改訂）」を策
定し、関係者への普及・啓発を図っています。

環境対策課 環境対策課

1　放射線・放射能の監視・測定
①　放射能測定　
農林水産物及び水道水等の試料中の放射性物質

濃度測定については、平成２３年３月２５日から実施
を開始し、平成２４年４月からは、食品についてよ
り厳しい基準値が定められたことを受け、「宮城
県放射線・放射能測定実施計画」を策定し、計画
的に測定を実施しています。
令和６年３月末現在の測定結果は、林産物及び

野生鳥獣肉の一部を除いて、国の基準値を超過し
たものはありませんでした。また、基準値を超過
した場合は、関係自治体及び事業者に対し、生産
物の流通等がなされないよう出荷制限又は出荷自
粛等の措置を行っています。

６　環境中の放射線・放射能の監視・測定・知識の普及啓発
原子力安全対策課

②　測定結果等の公表
平成２３年９月２８日にインターネット上に放射

線・放射能に関する情報を一元化したポータルサ
イト「放射能情報サイトみやぎ」を開設し、日々
の空間放射線量率、各種放射能測定結果及び関連
情報について、随時公表してきましたが、より県
民の放射線・放射能に対する不安解消のため、原
子力発電に関する安全・防災対策、放射線・放射
能の知識など新たなコンテンツをメインとした
ポータルサイトとして令和２年４月１日に「みや
ぎ原子力情報ステーション」としてリニューアル
しました。

▲「みやぎ原子力情報ステーション」トップページ ▲測定結果等の公表
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③　放射性物質による汚染の除去等の取組
県は、福島第一原子力発電所事故による被害等

に対する総合的な対応を図るため、平成２４年１月
に、事故被害対策基本方針を策定し、県内全ての
地域について、生活環境における年間の追加被ば
く線量を５年以内に１ミリシーベルト以下とする
ことを目標としました。この目標を達成するた
め、放射性物質による汚染物除去等の取組を進
め、平成２９年３月に除染実施計画に基づく面的除
染が完了しました。

⑵　正しい知識の普及・啓発
県は、県民の放射線・放射能に関する不安の解
消を図るため、「みやぎ原子力情報ステーション」
における各種測定結果の迅速で正確な公表や「放
射線・放射能に関するセミナー」等を通じた正し
い知識の普及啓発に努めています。
また、令和３年７月か原子力安全対策課の公式

Ｘの運用を開始し、放射線・放射能の基礎知識や
関連情報などを発信することで、正しい知識の普
及・啓発に努めています。

▲原子力安全対策課の公式X


